
NO.1587NO.1587 市政のひろば市政のひろば

2026

5

【今月号の表紙】
3月14日㈯に開催されたみなくるパークイベントで撮影した親子の写真です。

特集
福祉事業の紹介 ≫ P2～11

▶集まれ！つしまこども記者大募集 ≫ P12

▶令和8年6月1日㈪経済センサス活動調査 ≫ P38～39

▶津島市定住促進事業補助金のご案内 ≫ P40

今月のTopics!

各記事に記載のID（9桁の数字）を市ホームページトップページの
ページID検索

半角数字9桁を入力してください に入力すると該当記事の情報が表示されます。



～こどもたちが健やかに育つように～ 児童福祉事業

　18歳到達後の最初の年度末（高校
生年代）までの児童を養育している
方に支給します（令和6年10月分より
児童手当が拡充されました）。
手当月額（児童１人当たり）
◦3歳未満
　第1・2子　15,000円
　第3子以降　30,000円
◦3歳～18歳
　（18歳到達の年度の末日）
　第1・2子　10,000円
　第3子以降　30,000円
支払日
偶数月の10日
※�10日が土・日曜、祝日の場合はそ
の直前の金融機関営業日になりま
す。

　次の要件に該当する18歳以下
（18歳到達の年度の末日）の児童
（一定の障がいがあるときは、20歳
未満）を監護している父または母、あ
るいは養育者に支給します。なお、受
給から5年を経過した方で、未就労な
どの場合に支給額が2分の1に減額
されることがあります。
支給要件
◦父母が婚姻を解消した児童
◦父または母が死亡した児童
◦�父または母が重度の障がいのある
児童
◦�父または母から1年以上遺棄され
ている児童
◦�父または母がDV防止法における
保護命令を裁判所から受けた児童
◦�父または母が1年以上拘禁されて
いる児童
◦�婚姻しないで生まれた児童
◦�父および母が不明である児童
手当月額
児童が1人の場合
全部支給　48,050円
一部支給　48,040円～11,340円
児童2人目以降の加算額
全部支給　11,350円
一部支給　11,340円～5,680円

　身体または、精神に中度・重度の障
がいを有する20歳未満の児童を監
護している父または母、あるいは養
育者に支給します。
手当月額（児童1人当たり）
◦�１級　58,450円
◦�２級　38,930円

　次の要件に該当する18歳以下
（18歳到達の年度の末日）の児童を
監護している父または母、あるいは
養育者に支給します。
支給要件
◦�父母が婚姻を解消した児童
◦�父または母が死亡した児童
◦�父または母が重度の障がいのある
児童
◦�父または母から1年以上遺棄され
ている児童
◦�父または母がＤＶ防止法における
保護命令を裁判所から受けた児童
◦�父または母が1年以上拘禁されて
いる児童
◦�婚姻しないで生まれた児童
◦�父または母が引き続き1年以上行
方不明である児童

手当月額（児童1人当たり）
◦�県遺児手当　4,350円
　（�支給期間は5年間。ただし、4年目
から2年間は半額）

◦�市遺児手当　2,000円
　（支給期間は5年間）

児童手当

児童扶養
手当

特別児童
扶養手当

遺児手当児童手当などを受給するには

手続きが必要です。
支給要件に該当したときは、
速やかに手続きをしてください。

所得制限
あり

所得制限
あり

所得制限
あり
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 母子家庭等自立支援給付金制度 
　母子家庭の母親または父子家庭の父親の方が就職に
役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、
各種学校などの養成機関で修業する場合に支給します。
事前相談が必要です。
 自立支援教育訓練給付金 
　母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方
で、雇用保険制度の教育訓練給付金の対象講座を修了後
に支給します。
支給額
①�一般教育訓練・特定一般教育訓練対象講座を受講する
場合、受講料の6割相当額（上限200,000円）
②�専門実践教育訓練対象講座を受講する場合、受講料の6
割相当額（上限400,000円×修業年数、最大1,600,000
円）、なお、追加の支給を受けられる場合があります。
※�雇用保険制度で給付金を受けられる場合は、雇用保険
制度での給付額との差額を支給します。

 高等職業訓練促進給付金等 
　就職に有利な資格取得（看護師、介護福祉士、保育士、
作業療法士、理学療法士等）のために6カ月以上養成機関
で修業する方に支給します。
高等職業訓練促進給付金
支給期間　修業期間の全期間（上限あり）
支給月額
◦�100,000円（市民税非課税世帯）
◦�70,500円（市民税課税世帯）
　ただし、最後の12カ月については40,000円増額。
高等職業訓練修了支援給付金
　修業期間修了後、一定要件を満たす場合に支給します。
支給額
◦�50,000円（市民税非課税世帯）
◦�25,000円（市民税課税世帯）
　高等職業訓練促進給付金を受給している方を対象に入
学準備金（上限500,000円）、就職準備金（上限200,000
円）の貸付制度があります（償還免除規程あり）。

 母子父子寡婦福祉資金 
　母子家庭、父子家庭、寡婦の方の生活の安定と児童
の福祉増進のため、暮らしに必要な資金の貸付を行って
います。
対象
◦�20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方、
その方に扶養されている子または父母のいない20歳
未満の児童
◦�かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶
養していたことのある配偶者のない方、その方に扶養
されている子または父母のいない20歳未満の児童

内容
◦�事業開始資金　◦住宅資金　　　◦結婚資金
◦�事業継続資金　◦転宅資金　　　◦修学資金
◦�技能習得資金　◦医療介護資金　◦就学支度資金
◦�就職支度資金　◦生活資金　　　◦修業資金
※�福祉資金貸付申請書の提出時期は下表のとおりです。

　保護者が疾病などの理由で児童を一時的に養育できなくなった場合に、その児童を短期間施設などで保護します。
実�施施設　あいさんテラス（津島市）、衆善会乳児院（名古屋市）、溢愛館（犬山市）、赤ちゃんの家さくらんぼ（犬山市）、
エスペランス桑名（三重県桑名市）

利用期間　７日以内　手数料　１日6,300円以内
※利用を希望される場合は、こども家庭センター（☎24-0350）まで

 ひとり親家庭住宅支援資金 
　母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に
向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の方を対象に、家
賃の一部を無利子で貸し付ける制度です（償還免除の
規程あり）。
対�象者　児童扶養手当の支給を受けている方で、母子・
父子自立支援プログラムの策定を受けている方

貸付額　月額上限70,000円
貸付期間　12カ月
実施機関　愛知県母子寡婦福祉連合会

母子家庭等自立支援事業

子育て支援短期利用事業

申請書提出期限 貸付金決定時期 貸付金支払日
6月16日㈫ 8月中旬 9月1日㈫
9月15日㈫ 11月中旬 12月1日㈫
10月27日㈫ 令和9年1月上旬 令和9年1月18日㈪
11月24日㈫ 令和9年2月上旬 令和9年2月17日㈬
12月22日㈫ 令和9年3月上旬 令和9年3月17日㈬

令和9年1月26日㈫ 令和9年4月下旬 令和9年5月上旬
令和9年4月6日㈫ 令和9年6月中旬 令和9年7月上旬

問合　子育て支援課　☎24‐1121

ID　404415235（児童手当）
ID　112996954（特別児童扶養手当）
ID　431138929（子育て支援短期利用事業）

ID　293527623（児童扶養手当・遺児手当）
ID　299153527（母子・父子家庭自立支援給付金制度）
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～こどもたちが健やかに育つように～ 児童福祉事業
　預かり事業などを利用するには事前に申請が必要です。利用希望のある方は、各施設等に問い合わせください。

　子育ての手助けをしてほしい方（依頼会員）と、子育ての手伝いをしたい方（提供会員）がお互いに助け合いながら活
動する子育て支援の会員組織です。
対象
◦�依頼会員　①市内在住・在勤・在学で、0歳児（生後43日以降）～小学校6年生のお子さんを養育している方
　　　　　　②妊娠8カ月～産後2カ月（多胎児は生後12カ月）の方（家事支援）
◦�提供会員　20歳以上の健康で子育てに関心をお持ちの方（資格、経験、性別は問いません）
援助内容
◦�保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、習い事などへのお子さんの送迎
◦�保育所などの始業時間前、または終業時間後のお子さんの預かり
◦�病気、または病気の回復期であり、保護者の勤務の都合などにより家庭で育児を行うことが困難なときの預かり
◦�通院、看護、冠婚葬祭、地域活動、授業参観などこどもを連れて行くことができないときの預かり
※預かりは、原則提供会員の自宅で行います。
◦�産前産後の家事、育児等の援助（依頼会員宅で行います）
利用料
　依頼会員は、援助活動終了時に右記
の金額を提供会員に直接支払います。
こども1人につき1時間当たりの利用
料は表のとおりです。
※�依頼会員が食事、おやつなどの提供
を依頼した場合は、提供会員に実費
を支払います。
※�たすかるサポートの利用料は市の
補助金を差し引いた金額です。

　就労形態の多様化に伴う一時的な
保育や保護者の疾病などの理由に
よって緊急・一時的に保育します。ま
た、保護者の育児に伴う心理的・肉体
的負担を解消するために保育を必要
とする生後43日以降で未就園の児
童を一時的に保育します（双葉幼稚
園では満2歳～未就園の児童が対象
となります）。
実�施施設　共存園保育所、新開こど
も園、神島田こども園、蛭間保育
園、双葉幼稚園

利用期間　1カ月に14日以内

保�育時間　午前8時30分～午後4時
30分（土曜日は午前8時30分～午
後0時30分）
※�蛭間保育園は平日の午前8時～午
後4時
※�蛭間保育園、双葉幼稚園では土曜
日は利用できません。

手数料　1日1,500円
そ�の他　あたごこども園、つしま幼
稚園では一時預かり事業（余裕活
用型）を実施しています。詳細につ
いては、各施設に問い合わせくだ
さい。

　日曜・祝日の日中、保護者が
就労のため、家庭で保育がで
きないときに保育します。
対�象　市内在住で市内保育所
等に入所している児童

実施施設　あたごこども園
保�育時間　午前8時30分～午
後4時30分（12月29日～1
月3日は除く）

利用料　無料

ファミリー・サポート・センター事業

一時預かり事業 休日保育事業

月～金曜日
土・日曜日

祝日・年末年始
（12/29～1/3）

げんきっこサポート
（健康児）

午前7時～午後8時 700円 800円
午後8時～午前1時 1,200円

たすかるサポート
（病児・病後児） 午前9時～午後5時 700円※ 800円※

産前産後の家事支援 午前9時～午後6時 700円 800円
※�病児・病後児の利用料は、1時間当たり1,200円から市の補助額（平日500円、休日
400円）を差し引いた金額

曜日
時間

実施主体
れんこん村のわくわくネットワーク

ファミリー・サポート・センター事業のより詳しい内容は、
16ページで紹介しています。
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　保育所等における副食費相当額を補助することで保
護者の経済的負担軽減を図ります。
対�象者　市内に住民登録があり、3～5歳児クラスの対
象施設に入所している園児

対�象施設　保育所、認定こども園、幼稚園、事業所内保
育所、認可外保育所（施設等利用給付認定を受けてい
る場合）

補�助内容　保護者が施設に支払う副食費相当額（月額
4,900円上限）を補助します。

そ�の他　土曜日保育、預かり保育の別途徴収される給
食費は対象となりません。入所する施設により、対象
費用を施設が減免する場合と、保護者が支払った後、
市が保護者に支給する場合があります。

　子育て世帯の精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的として、0歳児の家庭に市
職員が訪問し、選べる子育て用品のお渡しと、子育てに関する悩みごと相談、情報提供を
行います。
対�象　市内に住民登録があり、満1歳に達する日までの乳児を養育する保護者
訪�問時期　生後2カ月・6カ月・10カ月ごろ
選�べる内容　紙おむつ、おしりふき、ミルク、離乳食などから2品選択（乳児1人につき3
回まで）

利�用申請　出生届出時（転入の場合は転入届出時）に申請書を提出してください。提出
時に、子育て用品申込書をお渡しします。

商�品申込　窓口または電子申請システムにて、対象月の前月20日までに申し込みくだ
さい。

訪�問　保育士等の専門職員がお伺いします。子育てに関するお悩みについても相談い
ただけます。

　育児休業中や専業主婦（夫）など、保護者が働いていない世帯のこどもも保育施設に
通園できる新しい制度です。「同世代のお友達といっぱい遊んでほしい」「先生に歌や手
遊びを教えてもらいたい」「ほっとひと息つきたい」。そんな方は、ぜひ「こども誰でも通園
制度」を利用ください。
対象　生後6カ月から満3歳の児童
実施施設　東地区子育て支援センター、真こども園
利用期間　1カ月に10時間以内
保育時間　各施設によって異なります。詳細については、各施設に問い合わせください。
手数料　1時間当たり300円
利�用方法　オンラインで、申請・予約をしていただきます。詳細は市ホームページに掲載
していますので確認ください。

　児童が病気の時に、保護者がやむをえない理
由で、家庭で保育ができない場合にお子さんを
預かります。
実施施設　�神島田こども園病児・病後児保育室
利用日�　月～金曜日（休園日を除く）�

※連続して5日間以内
利用時間　午前8時～午後5時
対象　市内在住の生後6カ月～小学6年生の児童
利用料　１日1,500円
※�利用には事前登録と診療情報提供書が必要
になります。

副食費無償化事業

0歳児子育てサポート選べる定期便

こども誰でも通園事業

病児・病後児保育事業

問合　幼児保育課　☎24‐1120
ID　839560366（各種保育事業一覧）
ID　673926775（ファミリー・サポート・センター事業）
ID　979234374（0歳児子育てサポート選べる定期便）

ID　793480333（預かり保育）
ID　983816886（副食費無償化事業）
ID　922266508（こども誰でも通園事業）
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～高齢者の生活を支援する～ 高齢者福祉事業

事業により対象となる方が
異なりますので、ご確認ください。

①65歳以上のひとり暮らしの方
②世帯員がすべて65歳以上で構成されている世帯の方
③世帯員が65歳以上と身体障害者手帳１級または2級の方で構成されている世帯の方
④身体障害者手帳1級または2級の方で構成されている世帯の方
⑤65歳以上の方で同居する方の就労等により日中高齢者のみで生活する方

高齢者救急支援事業
救急時の迅速な対応のために【救急あんしん君】とマグネットを無料で配
布しています。
「緊急連絡先」や「かかりつけ医」などを記入した救急情報登録連絡書を容器
【救急あんしん君】に入れ、冷蔵庫に保管していただきます。
対象　①～③いずれかに該当する方

高齢者配食サービス事業
心身の障がい、傷病などにより食事の用意をすることが困難な高齢者の方にお弁当（昼）の配達を
行っています。
対象　①②③⑤いずれかに該当する方
配�達日　毎週月～土曜日（祝日を除く）の6日間のうち、心身の状況などにより適当と認められる食
数を配達します。

利用料　１食350円または450円（所得状況により決定）

緊急通報システム事業
家庭内で急病などになったとき、緊急通報装置本体のボタンを押すだけで、緊急通報センターに通
報できます。
対象　①～④いずれかに該当する方
利�用料　所得税課税年税額に基づき決定します（生計中心者が所得税非課税の場合は無料）。
※�利用にあたっては、緊急時に通報センターからの依頼により、利用者宅へ15～20分程度で駆け
つけられる協力員の方3人（うち1人は、民生委員でも可）の氏名・住所・連絡先などの登録が必要
です。

ひとり暮らし老人登録
登録をすると、病気などの緊急時に、本人に代わり緊急連絡先に登録してある方へ連絡します。
また、各民生委員が日ごろから訪問などを通じて安否確認を行うこともあります。
対象　①に該当する方

▲救急
　あんしん君
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ID　742878414　問合　高齢介護課長寿福祉Ｇ　☎24-1118

寝具洗濯乾燥サービス事業
寝具の洗濯・乾燥サービスを行っていま
す。

家族介護用品支給事業
紙おむつ、尿取りパッドなどの介護用品
を支給します。

対�象　市民税非課税世帯で、市内に居住し在宅（サービ
ス付き高齢者向け住宅などを除く）で生活している次
のいずれかに該当する方
◦65歳以上のひとり暮らしの方
◦�世帯員がすべて65歳以上で構成されている世帯で、
介護保険で要介護度1～5と認定された方

利用料　無料
※�申請方法・実施時期については、市政のひろば7月号
でお知らせする予定です。

対象　市内居住で次のすべてに該当する方
◦要介護者および介護者が市民税非課税世帯の方
◦�介護保険で要介護度4または5と認定された方を、在宅
（サービス付き高齢者向け住宅などを除く）で介護し
ている同居家族の方

支給限度額　年間6万円
※�申請方法・実施時期については、市政のひろば6月号
でお知らせする予定です。

介護支援ボランティア
　この制度は、高齢者の皆さんに、ボランティア活動をとおして自発的に地域貢献をしながら、ご自身の健康増進
や介護予防に繋げていただくことを目的としています。また、その活動に応じてポイントが支給され、そのポイント
を活用することができます。

対�象　市内在住の65歳以上の方（津島市介護保険第
1号被保険者）

活�動内容　市内のボランティア受入機関などで行う
ボランティア活動

活動の流れ
1．ボランティア登録
　�市社会福祉協議会でボランティア登録をし、「ボラン
ティア手帳」を受け取ります。

2．ボランティア活動
　�指定された施設や団体などでボランティア活動をし
ます。

3．手帳にスタンプをもらう
　�ボランティア活動終了後、活動先施設などから手帳
にスタンプを押してもらいます（30分ごとの活動で
１スタンプ、1日4スタンプが上限）。

4．スタンプを評価ポイントに交換
　�スタンプを押した手帳を市社会福祉協議会に提示
し、評価ポイントに交換します。

5．評価ポイントの活用
　�評価ポイントを1ポイント1円相当で還元します（年
間5,000円が上限）。

※�評価ポイント還元時
に介護保険料の未
納・滞納がない方が
対象です。なお、現金
ではなく、寄付または
地域振興券での還元
となります。

スタンプ数 評価ポイント

10～19 500
20～29 1,000
30～39 1,500
40～49 2,000
50～59 2,500
60～69 3,000
70～79 3,500
80～89 4,000
90～99 4,500
100～ 5,000

地域包括支援センター
　地域包括支援センターは、介護予防や介護保険
サービス、認知症や高齢者虐待防止などに関する総
合相談窓口です。主任ケアマネジャー、社会福祉士、
保健師などが、関係機関と連携を図り、様々なサービ
スを利用しながら支援します。必要に応じて訪問相談
も行っています。

北地域包括支援センター　☎22‐4771
　古川町2-56（グループホームふるかわ隣り）
　
中地域包括支援センター　☎23‐3463
　南新開町1‐112‐1（老人保健施設六寿苑内）
　
南地域包括支援センター　☎32-3066
　唐臼町半池72‐6（特別養護老人ホーム恵寿荘内）
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～障がいのある方を支える～ 障がい者福祉事業

障がい者手当

福祉タクシー料金助成事業・有料道路割引制度

障がいのある方に対して、次のような制度があります。

 特別障害者手当等 
対�象　
重度障がい者（身体・知的・精神）で、常時特別な介護が
必要な方
内�容　
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当
※2･5･8･11月に支給
手当月額　16,560円～37,300円

 心身障害者手当 
対�象　
身体障害者手帳1～4級、療育手帳A・B判定、精神障害
者保健福祉手帳1～3級のいずれかをお持ちの方
内容　
在宅の障がい者の方に支給
※3・9月に支給
※�施設等に入所すると、手当の受給資格を喪失する場
合があります。入所された際はすみやかにご相談く
ださい

手当月額
◦�身体障害者手帳1～3級、療育手帳A・B判定、精神障
害者保健福祉手帳1～2級　2,000円
◦�身体障害者手帳4級、精神障害者保健福祉手帳3級　
1,000円

 在宅重度障害者手当 
対象
◦�身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定のいずれか
をお持ちの方
◦�身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の両方をお持
ちの方

内�容　
在宅の重度障がいの方に支給（特別障害者手当等の
受給者を除く）
※4･8･12月に支給
手当月額　6,950円～15,950円

 福祉タクシー料金助成事業 
対�象　
身体障害者手帳1～3級、療育手帳A・B判定、精神障害
者保健福祉手帳1･2級、戦傷病者手帳特別項症～第5
項症、被爆者健康手帳のいずれかをお持ちの方
内�容　
タクシーを利用する場合、利用券1枚につき500円以
内を助成します（年24枚）。
※利用券は、乗車1回につき2枚まで利用できます。

 有料道路割引制度 
対�象　
身体障害者手帳、療育手帳のいずれかをお持ちの方
内�容　
身体障がいのある方が自ら自動車を運転する場合、ま
たは重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障
がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運
転する場合に通行料金が割引されます。
※�福祉課または専用のオンライン申請受付サイトで、
事前に申請が必要です。

所得制限
あり

所得制限
あり
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ID　837612760（障がい者の福祉）
ID　352816838（軽度・中等度難聴児支援事業）
ID　335678146（津島おでかけタクシー事業）

問合　福祉課福祉Ｇ　☎24-1115　F24-1138

障がい福祉
サービス

障がいのある方が地域で自立した生活を送れるよう、
次の事業を実施しています。

 日中活動 
 【昼間の活動を支援するサービス】 
介護給付
◦�居宅介護（ホームヘルプ）
◦�重度訪問介護
◦�同行援護　　◦�行動援護
◦�短期入所（ショートステイ）
◦�重度障がい者等包括支援
◦�療養介護　　◦�生活介護
訓練等給付
◦�自立訓練（機能訓練・生活訓練）
◦�就労移行支援
◦�就労継続支援（雇用型・非雇用型）
◦�就労選択支援
◦�就労定着支援
◦�自立生活援助

 居住支援 
 【生活の場におけるサービス】 
介護給付
◦�施設入所支援
訓練等給付
◦�共同生活援助�
（グループホーム）

 障がい児通所支援事業 
◦�児童発達支援
◦�医療型児童発達支援
◦�居宅訪問型児童発達支援
◦�放課後等デイサービス
◦�保育所等訪問支援

 軽度・中等度難聴児支援事業 
対�象　身体障害者手帳の交付対象
とならない軽度・中等度難聴児
　（18歳未満）
内�容　補聴器購入費用等の一部を
助成することにより、言語の発達
や、学習の困難さの解消を支援し
ます。

助�成額　基準額の範囲内で購入ま
たは修理費用の3分の2

 補装具費支給事業 
対象
・身体障害者手帳をお持ちの方
・難病患者等の方
内�容　身体機能の障がいを補う装具
（日常生活を容易にするための器具）
の購入・修理・借り受けに要する費用
を支給します。

利用者負担　原則、費用の1割負担

 地域生活支援事業 
◦�相談支援事業
◦�意思疎通支援事業
◦�移動支援事業
◦�日中一時支援事業
◦�地域活動支援センター事業
◦�日常生活用具給付事業
◦�訪問入浴サービス事業
◦�自動車改造費・自動車運転免
許取得費の助成事業

「日中活動」「居住支援」「障がい児通所
支援事業」の利用には「サービス等利
用計画・障害児支援利用計画」の作成
が必要です。「指定特定相談支援事業
所」「指定障害児相談支援事業所」の相
談支援専門員が、計画を作成するため
に居宅訪問や面接等を行い、心身の
状況や置かれている環境、サービスの
意向等をお聞きしながら、必要なサー
ビスを記載した計画を作成します。

18歳以上は所得制限あり

※介護保険対象者は、介護保険が優先される場合があります。

対象　
市内に住民票があり、次のいずれかに該当する方
◦�75歳以上の方
◦�身体障害者手帳1級～3級の方
◦�療育手帳Ａ判定またはＢ判定の方
◦�精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
◦�妊婦の方および出産後1年未満の方

必要書類
①利用登録申請書
②登録者の顔写真（縦3cm×横2.4cm）
※福祉課、高齢介護課で撮影も可
③身分証明書
④障害者手帳（障がい者）
⑤母子健康手帳（妊産婦）
⑥（代理申請の場合）代理人の身分証明書

高齢の方、障がいのある方、妊産婦の方々の通院や買い物などの日常的な外出を支援するため、
タクシー料金の一部を市が負担する事業です。

令和８年度は料金の4分の3を市が負担！津島おでかけタクシー事業

利用できるタクシー　①名鉄西部交通㈱（名鉄タクシー）　②㈱玉利タクシー　③名古屋近鉄タクシー㈱
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～安心した生活を支える～ 福祉医療費助成事業

区分
対象

助成内容 新規の申請手続きに必要なもの
受給資格 所得制限

子ども医療 出生から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで 無 保険診療分の自己負担額 ◦�お子さんの医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書

障がい者医療
◦�身体障害者手帳1～3級、4級の腎臓機能障害または4
～6級の進行性筋萎縮症の方
◦�療育手帳A・B判定の方
◦�自閉症状群と診断された方

無 保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�身体障害者手帳または療育手帳
◦�自閉症状群については医師の診断書（3カ月以内有効）

母子・父子家庭
医療

◦�18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童（以
下｢18歳以下の児童｣という）を現に扶養する母子家庭
の母、父子家庭の父
◦�上記の母、父が扶養する18歳以下の児童
◦�父母のいない18歳以下の児童

有
児童扶養手当法による児童
扶養手当の所得制限基準額

保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�母子・父子家庭を証する書類（児童扶養手当、遺児手当の各証書等）
◦�マイナンバーの分かるもの、または市町村民税課税証明書（該当する方のみ※1）

精神障がい者
医療

精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方

無

保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の写し自立支援医療（精神通院）の認定を受けた方

指定自立支援医療機関に
おける精神通院に支払っ
た保険診療分の自己負担
額（医療に要する費用の
10％。ただし、自己負担上
限額以内）

後期高齢者
福祉医療

75歳（一定の障がいがある方は65歳）以上で次の要件に
該当する方
◦�障がい者および母子・父子家庭の父母で各福祉医療の
受給要件に該当する方
◦�戦傷病者手帳をお持ちの方
◦�精神障がい者、結核患者で公費負担の受給要件に該当
する方
◦�精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
◦�ねたきりの方および重度、中度の認知症状態にある方
◦�自立支援医療（精神通院）の認定を受けた方（償還払※2）

一部有
◦�母子・父子家庭の父母の
方は児童扶養手当法によ
る児童扶養手当の所得制
限基準額
◦�戦傷病者の方は障害児福
祉手当所得制限基準額
◦�ねたきりおよび認知症状
態の方は市町村民税が非
課税※3

保険診療分の自己負担額
ただし、自立支援医療受給
者証（精神通院）をお持ち
の方は、指定自立支援医療
機関における精神通院に
支払った保険診療分の自
己負担額（医療に要する費
用の10％。ただし、自己負
担上限額以内）

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�障がい者の方は障がい者医療と同様
◦�母子・父子家庭の方は母子・父子家庭医療と同様
◦�精神障がい者の方は精神障がい者医療と同様
◦�ねたきりおよび認知症状態の方は介護保険被保険者証、ねたきり・認知症状態の
分かるもの（医師からの診断書等）、マイナンバーの分かるものまたは市町村民
税課税証明書（該当する方のみ※4）、後期高齢者福祉医療（ねたきり・認知症）所
得制限に関する申出書

　小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を交付されている方を対象に、医療機関で支払った自己負担額を、市へ
の申請により助成します。

対象 助成内容 支給申請の手続きに必要なもの

「小児慢性特定疾病医療費
医療受給者証」を交付され
た方（償還払※2）

保険診療分の自己負担額
（小児慢性特定疾病に係る自己負
担額のほか、それ以外の医療費全
般に係る自己負担額）

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�小児慢性特定疾病医療費医療受給者証
◦領収証
◦振込先口座番号等の分かるもの

小児慢性特定疾病医療費助成制度

　下表に該当する方が医療機関にかかる場合、医療保険の自己負担額が無料になります。
　この制度を利用するには、受給者証の交付を受けるなど申請が必要です。該当する方
は、早めに手続きをしてください。生活保護法など、公的制度で医療費の助成をすでに受
けている方は、対象になりません。
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区分
対象

助成内容 新規の申請手続きに必要なもの
受給資格 所得制限

子ども医療 出生から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで 無 保険診療分の自己負担額 ◦�お子さんの医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書

障がい者医療
◦�身体障害者手帳1～3級、4級の腎臓機能障害または4
～6級の進行性筋萎縮症の方
◦�療育手帳A・B判定の方
◦�自閉症状群と診断された方

無 保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�身体障害者手帳または療育手帳
◦�自閉症状群については医師の診断書（3カ月以内有効）

母子・父子家庭
医療

◦�18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童（以
下｢18歳以下の児童｣という）を現に扶養する母子家庭
の母、父子家庭の父
◦�上記の母、父が扶養する18歳以下の児童
◦�父母のいない18歳以下の児童

有
児童扶養手当法による児童
扶養手当の所得制限基準額

保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�母子・父子家庭を証する書類（児童扶養手当、遺児手当の各証書等）
◦�マイナンバーの分かるもの、または市町村民税課税証明書（該当する方のみ※1）

精神障がい者
医療

精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方

無

保険診療分の自己負担額

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の写し自立支援医療（精神通院）の認定を受けた方

指定自立支援医療機関に
おける精神通院に支払っ
た保険診療分の自己負担
額（医療に要する費用の
10％。ただし、自己負担上
限額以内）

後期高齢者
福祉医療

75歳（一定の障がいがある方は65歳）以上で次の要件に
該当する方
◦�障がい者および母子・父子家庭の父母で各福祉医療の
受給要件に該当する方
◦�戦傷病者手帳をお持ちの方
◦�精神障がい者、結核患者で公費負担の受給要件に該当
する方
◦�精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
◦�ねたきりの方および重度、中度の認知症状態にある方
◦�自立支援医療（精神通院）の認定を受けた方（償還払※2）

一部有
◦�母子・父子家庭の父母の
方は児童扶養手当法によ
る児童扶養手当の所得制
限基準額
◦�戦傷病者の方は障害児福
祉手当所得制限基準額
◦�ねたきりおよび認知症状
態の方は市町村民税が非
課税※3

保険診療分の自己負担額
ただし、自立支援医療受給
者証（精神通院）をお持ち
の方は、指定自立支援医療
機関における精神通院に
支払った保険診療分の自
己負担額（医療に要する費
用の10％。ただし、自己負
担上限額以内）

◦�医療保険資格を確認できるもの
◦�申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
◦�障がい者の方は障がい者医療と同様
◦�母子・父子家庭の方は母子・父子家庭医療と同様
◦�精神障がい者の方は精神障がい者医療と同様
◦�ねたきりおよび認知症状態の方は介護保険被保険者証、ねたきり・認知症状態の
分かるもの（医師からの診断書等）、マイナンバーの分かるものまたは市町村民
税課税証明書（該当する方のみ※4）、後期高齢者福祉医療（ねたきり・認知症）所
得制限に関する申出書

※1　マイナンバーの分かるものまたは市町村民税課税証明書が必要な方
　  ◦令和8年10月までに申請する方で、令和7年1月2日以降に他市町村から転入された方
　  ◦令和8年11月以降に申請する方で、令和8年1月2日以降に他市町村から転入された方
※2　償還払･･･医療機関で自己負担額を支払った後、市への申請により後日医療費の支給を受ける方法
※3　世帯（同一住所も含む）と生計維持者
※4　マイナンバーの分かるものまたは市町村民税課税証明書が必要な方
　  ◦令和8年7月までに申請する方で、令和7年1月2日以降に他市町村から転入された方
　  ◦令和8年8月以降に申請する方で、令和8年1月2日以降に他市町村から転入された方

　出生時体重2,000ｇ以下などの未熟児で、指定病院の医師が入院養育を必要と認めた医療費を市が負担する制
度です。乳児が入院中に、申請をする必要があります。

未熟児養育医療費助成制度

問合　保険年金課医療・年金Ｇ　☎24-1114ID　938278316
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つしまこども記者
大募集！

ID　803779217　問合　秘書広報課広報Ｇ　☎55-9584

活動内容
◦�中日新聞名古屋本社を見学後、取材の進め方
　を新聞記者さんから学びます
◦チームごとにお店を直接訪問して取材します
◦チームのメンバーと手分けしながら壁新聞を作成します
◦取材した内容を「成果発表会」で発表します
対象　市内在住の小学5・6年生
定員　15人（抽選）
申込方法
　5月25日㈪～6月19日㈮に右記二次元コードから。
※集合場所までは各自でお越しください。
※�スケジュールの詳細は参加確定後に個別にお知らせします。

※キックオフイベント、チームごとの取材、壁新聞の作成、成果発表会すべてに参加をお願いします。

A ワタシン津島本店（今市場町）
�生活を支える睡眠にとって大切な寝具な
どを扱う、創業130年を超える会社です。

B 堀田新五郎商店（下新田町）
�祭りや神事に欠かせない「太鼓」を作る、創
業約900年以上の歴史がある会社です。

C イトウ写真舘（天王通り）
お祝いごとの写真撮影や学校の卒業アル
バム制作などを行う、創業100年目を迎
える会社です。

日　時 内　容 場　所

7月23日㈭ 正午～午後5時（移動含む） キックオフイベント
（中日新聞社見学、記者から学ぶ取材方法）

中日新聞名古屋本社
※集合解散は津島市役所

7月28日㈫ Ⓐ午前9時30分～11時30分
チームごとに取材先を訪問して取材 それぞれの取材先

※集合解散は津島市役所7月31日㈮
Ⓑ午前9時30分～11時30分
Ⓒ午後1時30分～3時30分

8月7日㈮ 午後1時～5時 壁新聞の作成 津島市役所

8月22日㈯ 午前10時～11時30分
（リハーサル含む） 成果発表会 ヨシヅヤ津島本店

センターコート
8月22日㈯～10月4日㈰ 完成した壁新聞の展示 ヨシヅヤ津島本店内

集まれ！

申込締切
６/1９㈮

　夏休みに市内の会社を訪ね、それぞれの取り組みを自分たちで実際に取材して記事を書く「つしまこども記者」
を募集します。今年のテーマは「長く続く津島のお店を調べよう！」です。
　取材の進め方や記事のまとめ方は、事前に新聞記者さんが教えてくれます。取材した内容は壁新聞にまとめ
て、成果発表会で来場者の皆さんに向けて発表し、その後はたくさんの方に見ていただけるように展示を予定し
ています。
　夏休みに津島のことを自分で調べ、もっと詳しくなろう！

取材先
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尾張津島天王祭
屋形桟敷・観覧舟・入舟・観光桟敷について

　600年近く続くまきわら船の提灯が幻想的
に水面を照らす宵祭、朝の静けさにゆうゆうと
車楽舟が漕ぎ渡る朝祭をぜひご覧ください。

7/25㈯ 宵祭
7/26㈰ 朝祭

 屋形桟敷の受付について
日時　5月18日㈪　午前9時30分
屋形桟敷
　1区画は間口3.6ｍ、奥行2.7ｍの屋形桟敷を建設でき
る区画です。
区画料金

特等 1等 2等 3等

6万円 4万8,000円 4万500円 3万3,000円
電灯料金
　申し込み時に問い合わせください。
申込方法・屋形桟敷位置の抽選方法
　尾張津島天王祭連絡協議会へ問い合わせください。
屋形桟敷の注意事項
◦�屋形桟敷は、各自で準備し、風致を損なわない数奇屋
造りで建設してください。
◦�車屋・乗方の方は、その旨を申込用紙に記入してください。

 観覧舟について
　宵祭の観覧舟は屋形桟敷申込者のみの受付（有料）と
なりますので、それ以外の方の受付は行いません。

 入舟を希望する方へ
　エンジン付きでない舟をお持ちの方で、丸池内へ入舟
を希望される方の申し込みを開始します。
入舟料金
　大舟4,500円、小舟2,200円
申込方法
　尾張津島天王祭連絡協議会へ問い合わせください。
入舟の注意事項
◦�提灯の灯りはロウソクまたはロウソクに近い灯りを使
用し、発電機等の使用は禁止します。
◦�入舟については、祭り前日7月24日㈮までに完了させ
てください。
◦� 「入舟許可書」の提示を求めることがありますので、申
込者が常に所持してください。

 その他注意事項
◦�一度納付された料金は、返還しませんのでご了承くだ
さい。
◦屋形桟敷の区画、観覧舟は数に限りがあります。
◦�暴力団員および暴力団関係者による申し込みは一切
受け付けしません。なお、祭り当日に警察が暴力団員お
よび暴力団関係者と認めた場合は、退去していただく
ことがあります。
◦�公衆に不安感、不快感を抱かせるような行為や飾り付
けはご遠慮ください。

問合
屋形桟敷・観覧舟・入舟について
尾張津島天王祭連絡協議会
【事務局：（一社）津島市観光協会】　☎28-8051
観光桟敷について
天王川公園指定管理者　☎080-3046-1631

観光桟敷の申込方法
　丸池西側・東側の観光桟敷等については、天王川公

園ホームページで確認ください。
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 国民年金の手続きについて
問合　保険年金課医療・年金Ｇ　☎24-1114
　　　中村年金事務所(名古屋市中村区太閤１-19-46)　☎052-453-7200ID　506890312

　年金の被保険者の種類は、次の4種類に分けられます。

 第1号被保険者  　　　　　　　　　　　　　　    第2号被保険者 第3号被保険者 任意加入被保険者

自営業者・農業者や学
生、無職の20～60歳
の方

会社員や公務員の方
第2号被保険者に扶養
されている配偶者で、
20～60歳の方

左記以外で国民年金に
加入を希望する方

   退職・転職・結婚等の場合は変更の届出が必要になります。また各種年金の請求もご本人の手続きが必要で
す。各種届出・請求は下表を参考にしてください。

こんなとき 手続き 届出先

会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする（被扶養
配偶者も同じ） 保険年金課

結婚や退職等で配偶者の扶養
になったとき

第3号被保険者への種別変更の手続きを
する 配偶者の勤務先

こどもを出産したとき 第1号被保険者が出産した場合、産前産後
期間の免除の手続きをする 保険年金課

配偶者の扶養からはずれたとき
（死亡・離婚等）

第3号被保険者から第1号被保険者への
種別変更の手続きをする 保険年金課

海外に滞在するとき(日本国外に
住んでいる日本国籍のある方) 国民年金への任意加入の制度があります 保険年金課

60歳時点で年金受給資格期間
が10年に満たない、または受給
資格はあるが、受け取る年金額
を満額に近づけたいとき　

国民年金に任意加入ができます(加入は満
額までの期間または65歳までの期間。なお、
昭和50年4月1日以前生まれの方で65歳時
点でも年金受給資格が得られない場合は、
上限70歳までで受給権を満たす期間まで)　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保険年金課

口座振替を開始・変更・停止する
とき 口座振替納付の申出書等を提出する

（開始・変更）
→�口座振替希望の金融機関

（停止）
→保険年金課

保険料を納めるのが困難なとき 免除(全額・一部)の制度があります 保険年金課
50歳未満の方で保険料を納め
るのが困難なとき 納付猶予の制度があります 保険年金課

学生で保険料を納めるのが困難
なとき 学生納付特例の制度があります 保険年金課

納付案内書を紛失したとき 納付案内書の再交付を依頼する 中村年金事務所

障がい者になったとき（障害基
礎年金の1級または2級程度） 障害基礎年金の請求をする

初診日が第１号被保険者
→保険年金課
初診日が第3号被保険者
→中村年金事務所

65歳になったとき 老齢基礎年金の請求をする 加入年金制度により請求先
が異なります

国民年金加入中・受給中に死亡
したとき

中村年金事務所・保険年金課に手続きの
確認をする

加入・受給年金制度により手
続き先が異なります

こんなときは必ず届出を
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国民健康保険からのお知らせ
ID　904564805　問合　保険年金課国民健康保険G　☎24-1113

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
　子育て施策を拡充し、社会全体でこどもや子育て世帯を支えるために、すべての世代や
企業から支援金を拠出いただく制度です。国民健康保険加入中の方は、国民健康保険税と
して徴収します。

令和8年度から国民健康保険税の税率および限度額が変わります
　子ども・子育て支援金分の新設とともに、国民健康保険の財政運営の健全化を図るため、税率および
限度額を見直します。

保険税納付は口座振替で
　口座振替は一度の手続きで済み、金融機関等に納めに行く必要がないため大変便利です。市役所窓
口では、キャッシュカードがあれば、その場で申し込みが完了します。

令和8年度国民健康保険税率

医療分
【限度額660,000円
→670,000円】

後期高齢者
医療支援金分

【限度額260,000円】

介護分
（第2号被保険者
40～64歳）

【限度額170,000円】

子ども・
子育て
支援金分
【限度額
30,000円】

合計

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 新設 改正前 改正後
①

所得割率 7.03% 7.42% 2.52% 2.62% 2.05% 2.17% 0.30% 11.60% 12.51%

②
均等割
（18歳以
上均等割）

26,400円 29,000円 9,900円 10,600円 9,100円 10,000円 1,300円
（100円）45,400円

50,900円
（100円）

③
平等割 25,100円 24,700円 7,600円 7,700円 8,900円 8,300円 900円 41,600円 41,600円

・�所得割額は、被保険者全員の（令和7年中の総所得金額等※－基礎控除額）の合算額に、税率を乗じて
算出したものになります。

※雑損失の繰越控除がある場合は、適用前の所得を用います。
・均等割は加入者1人当たり、平等割は1世帯当たりの金額となります。
・1年間の税額は上記①～③を合算したものになります。
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【研修会】
　「こんなときどうする？～支援の現場から学ぼう！～」
目に見える姿から目に見えない想いや感情など、こどもの
行動には意味があります。いろいろな見方を学ぶことで、よ
りよい関わり方のヒントを見つけましょう。
日時　6月28日㈰　午前10時～正午
場所　文化会館視聴覚室
対�象　子育て支援に関心のある方、子育て中の方、ファミサポ会員
講師　吉

よし

田
だ

一
かず

江
え

氏（かるがも園園長）
定員　会場受講40人、オンライン受講30人
受�講料　無料（オンラインに関する通信料は自己負担になります）。
申込　電話・FAXで問い合わせ先へ。二次元コードからも可。
その他　無料託児有（先着5人程度・要申込）

【子育て講座】（年3回開講予定）
小児科医、保育士、臨床心理士などの専門家
から、こどもに関する内容を直接学べます。
受講料無料、無料託児（要申込）もあります。
※詳細は市政のひろば6月号に掲載

こんなことを学べます
◦�習い事をさせてあげたいけど、送り迎えがで
きない。
◦�お迎え時間に間に合わない。
◦�こどもが学校へ行く前に出勤しないといけ
ない。
◦�自分の身体を休めたい、リフレッシュしたい。
◦�急な呼び出し。でもすぐに迎えにいけない。
◦�もうすぐ出産。いろいろ心配。� など

こんな時に使えます

知らない人へのあずかりが不安な方へ
　提供会員、依頼会員、コーディネーターの三者で
事前に打合せ（無料）も可能です。
　その他、親子で楽しめる交流会（無料）も開催予
定です。

▲ファミリー・サポート・センター
ホームページ

提供会員になるには

登録方法

安心安全な活動をするための講座を受講します。
一度に全て受講できない場合も大丈夫！講座は年3回開催します。
規定の講座を修了した時点で、提供会員として登録できます（年齢、性別、経験不問）。

依頼会員に登録するには
利用予定のない方も安心のために事前に登録を。
あらかじめ登録してあれば、緊急時もスムーズに
サポートが受けられます。

ファミサポ事務所・移動事務所に来所、または郵送
移動事務所の日程は、毎月市政のひろばに掲載します。
5月は21日㈭午前10時30分～正午、西地区子育て支援センター
で行います。依頼会員の登録は、母子手帳をお持ちください。

登録料・
会費
無料！

問合

ファミリー・サポート・センター
（ＮＰＯ法人れんこん村のわくわくネット
ワーク内）
愛西市北河田町郷西343-1
☎55-7708　 F28-5505
Ema310_y@ｅｃ５．ｔｅｃｈｎｏｗａｖｅ．ｎｅ．ｊｐ
月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

も
し
も
の
時
の
た
め
に

ま
ず
は
登
録
を
！

地
域
で
子
育
て
支
援
の

輪
を
広
げ
ま
せ
ん
か
？

ファミリー・サポート・
センター

～ファミリー・サポート・センターのしくみ～
（地域みんなで子育てを応援する相互援助活動です）

①援助の申込み ②援助活動の依頼

⑤援助活動

⑥報酬の支払い 提供会員
（子育ての応援をしたい方）

④連絡 ③承諾

依頼会員
（子育てを手伝ってほしい方）

有償ボランティアとして
地域のために活動してみませんか？

提供会員 大募集!! 

ID　673926775
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リトミック教室
日時　�6・8・9月は第2・4土曜日、
　　　7月は第2・3土曜日、
　　　10月は第3・4土曜日（全10回）
　Ａコース　午前9時30分～10時20分 
　Ｂコース　午前10時30分～11時20分
対象　市内在住の年少児～小学3年生
定員　Aコース(年少児・年中児)　10人（抽選）
　　　Bコース(年長児～小学3年生)　10人（抽選）

問合　南文化センター　☎24-6161

申込　5月10日㈰～12日㈫の午前9時～午後5時

受講料　無料 各申込期間中に南文化センターで直接所定の申込用紙に
必要事項を記入のうえ、申込ください。

南文化センター教室南文化センター教室

将棋教室
日時　6～12月の第1土曜日
　　　（全7回）
　初心者　午前10時～10時30分
　経験者　午前10時30分～正午
対�象　市内在住の小学生以上
　　　（大人も含む）
定�員　初心者　10人（抽選）
　　　経験者　10人（抽選）

ヨガ教室
日時　6月～令和9年1月（各全8回）
　Aコース　第2火曜日
　　　　  ※8月は第1火曜日
　Bコース　第4火曜日
　　　　  ※9月は第5火曜日
　　　　　  午後1時30分～3時
対象　市内在住の18歳以上の方
定員　各20人（抽選）

書道教室
日時　�5月～令和9年2月の
　　　第1・3火曜日（全16回）
　　　午後1時30分～3時30分
　　※5・8・11月は第3火曜日、
　　　7月は第1火曜日
対象　市内在住の18歳以上の方
定員　20人（抽選）

水墨画教室
日時　�6月～令和9年2月の
　　　第1・3水曜日（全16回）
　　　午前9時30分～11時30分
　　※8月・令和9年1月は第3水曜日
対象　市内在住の65歳以上の方
定員　20人（抽選）

料理教室
日時　�6～12月の第2日曜日
　　　（8月を除く全6回）
　　　午前10時～正午
対象　市内在住の65歳以上の方
定員　16人（抽選）
教材費　4,500円（申込時に徴収）

前期華道教室
日時　5・8月の第4火曜日、
　　　6・10月の第2・4火曜日、
　　　7・9月の第2火曜日（全8回）
　　　午前9時30分～11時30分
対象　市内在住の18歳以上の方
定員　20人（抽選）
教材費　8,800円（申込時に徴収）

申込　5月11日㈪・12日㈫の午前9時～午後5時
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5 月 市 民 相 談 ※相談員の都合により相談を休むことがありますので、当日、電話でご確認ください。翌月7日分まで掲載。
※予約制の相談は、受付件数が限られていますので、ご希望の日時に相談できない場合があります。

相　　談　　名 日　時 場　所 問　合

行政相談 1日、6月5日
午前10時～正午 市役所１階相談室 秘書広報課秘書Ｇ　☎24-1123

弁護士相談（要予約） 19日、6月2日
午後1時～3時

総合保健福祉センター
2階市民相談室 社会福祉協議会　☎25-8411

司法書士相談（要予約） 26日
午後1時～3時

総合保健福祉センター
2階市民相談室 社会福祉協議会　☎25-8411

成年後見人制度に関する
専門職相談

14日
午前10時～正午 市役所1階相談室 福祉課福祉G　☎24-1115

心配ごと相談 13日
午前10時～正午

南文化センター
1階相談室

人権推進課人権同和・男女参画G
☎55-9364

みんなの人権110番 月曜日～金曜日（祝日は除く）
午前8時30分～午後5時15分

法務局・地方法務局および
その支局の窓口 ☎0570-003-110

高齢者の健康相談 12、19、26日、6月2日
午後1時～3時 老人福祉センター ☎28-7561

高齢者の健康相談 13、20、27日、6月3日
午後１時～3時 神島田祖父母の家 ☎32-2151

認知症相談 月曜日～金曜日（祝日は除く）
午前10時～午後4時

　　―
（電話相談）

公益財団法人
認知症の人と家族の会愛知県支部
☎0562-31-1911

こども家庭相談 月曜日～金曜日（祝日は除く）
午前8時30分～午後5時15分

総合保健福祉センター
2階こども家庭センター ☎24-0350

年金相談（要予約）
平日　午前8時30分～午後5時15分
週初の開所日　午後7時まで
第2土曜日　午前9時30分～午後4時

年金事務所
予約受付専用電話
予約日時は平日の時間帯のみ
☎0570-05-4890
☎03-6631-7521

年金相談（要予約） 28日　午前10時～午後4時
予約開始は5月1日午前9時から 市役所1階相談室 保険年金課医療･年金Ｇ

☎24-1114

法律相談（要予約） 12日
午後1時～4時 市役所1階相談室 総務デジタル課庶務Ｇ

☎55-9606

消費生活相談 月曜日～金曜日（祝日は除く）
午前9時～午後4時30分 海部総合庁舎1階 海部地域消費生活センター

☎23-0150
創業・経営 個別無料相談会
（要予約）

14、20、28日
午前9時～午後5時 津島商工会議所相談室 津島商工会議所　☎28-2800

労働者特別相談・
勤労者金融相談

月曜日～金曜日（祝日は除く）
午前9時30分～午後4時30分

　　―
（電話相談）

勤労者安心ネットワークセンター
☎0120-81-1505

ファミリー・サポート・センター
移動事務所

21日
午前10時30分～正午

西地区
子育て支援センター

ファミリー・サポート・センター
☎55-7708

手話通訳者設置日
7、13、14、20、21、27、28日
6月3、4日
午前9時～正午、午後1時～4時

市役所福祉課 福祉課福祉Ｇ
F24-1138　☎24-1115

津島データファイル
人口と
世帯

（外国人を含む）

市内の
交通事故・
犯罪

［2月］

市内の
火災

救急車の
出動回数

総　数.. . . . . . 58,779人（－110）
　男.. . . . . . . . . 29,080人（ －57）
　女.. . . . . . . . . 29,699人（ －53）
世帯数.. . . . 27,735世帯（ ＋52）
4月1日現在、（　）は前月比

事故発生件数.. . . . 47件（103件）
うち死亡者.. . . . . . . . . 0人（    1人）
犯罪発生件数.. . . . 26件（  58件）
（　）は令和8年中の累計

2月. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0件（ 2件）
（　）は令和8年中の累計

2月. . . . . . . . . . . . . 289件（623件）
（　）は令和8年中の累計

今月の市税や料金など 納期限　令和8年6月1日㈪
軽自動車税…全期　介護保険料…第2期　市営・改良住宅家賃､保育所等
利用者負担金…5月分

6月 7月 8月
市民税・県民税・森林環境税 第1期 － 第2期
固定資産税・都市計画税 － 第2期 －
国 民 健 康 保 険 税 － 第1期 第2期
軽 自 動 車 税 － － －

市税の今後の納期

税や料金の納付には便利な口座振替をご利用ください
水道料金をはじめ、市に対するお支払いの多くにご利用いただけます｡
取扱金融機関の窓口にてお申し込みください｡
取扱金融機関
いちい信用金庫､三菱UFJ銀行､大垣共立銀行､十六銀行､三十三銀行､あいち銀行､名古屋銀行､
東海労働金庫、あいち海部農業協同組合､ゆうちょ銀行（郵便局）
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行　政
＆

暮らしの情報

（各担当課のGはグループの略です）
　�ID番号は市ホームページの�
ページID検索にご利用いただけます

　�5月の窓口延長日�
日付　13、20、27日�
(市民課・保険年金課・税務課・収納課)

電　話 ファックス ホームページ Eメール

市外局番は（0567）です

お知らせ

令和8年度軽自動車税
ID　250673677（税率）

ID　231866866（あらまし）
納税通知書発送日　5月7日㈭
納付期限　6月1日㈪
　税率の詳細などは市ホームペー
ジ、納税通知書等でご確認ください。
　一定の要件を満たした身体障がい
がある方などは、減免できる場合があ
ります。
申請期限
窓口申請　5月7日㈭～25日㈪
郵送申請　5月25日㈪（消印有効）
問合　税務課市民税Ｇ
　　　☎55-9263

自動車税
納税通知書発送日　4月30日㈭
納付期限　6月1日㈪
問合　西尾張県税事務所
　　　☎0586‐45‐3170

個人市・県民税（個人住民税）、 
森林環境税の特別徴収推進

ID　409532350
　事業者が所得税の源泉徴収義務者
である場合、地方税法および各市町
村の条例の規定により、特別徴収義
務者として従業員の毎月の給与から
個人市・県民税、森林環境税を特別徴
収していただくこととなっています。
　市では、法令等の規定に基づいて、
原則として特別徴収義務者に指定し、
特別徴収税額決定通知書を送付しま
す。事業主の方々のより一層のご理
解とご協力をお願いします。
特別徴収の対象になる方
　前年中に給与の支払いを受け、か
つ当年の4月１日に給与の支払いを
受けているすべての従業員（パート・
アルバイトも含む）
特別徴収の対象にならない方
・�退職者（退職予定者を含む）
・�２つ以上の事業所から給与の支払
いを受け、他の事業所で特別徴収
が行われている方
・�毎月の給与支給額が少なく、個人
市・県民税、森林環境税を特別徴収
しきれない方
・�給与が毎月支給されていない（不
定期な）方

問合　税務課市民税Ｇ
　　　☎55-9263

戸籍氏名の振り仮名の 
届出期限
　戸籍に記載される氏名の振り仮名
について、届出の期限は5月25日㈪
です。マイナポータルからのオンライ
ン届出の受付期限日時は同日午後5
時です。
　本籍地から通知された仮の振り仮
名が正しい場合は、届出の必要はあ
りません。
問合　市民課市民・戸籍Ｇ
　　　☎24-1112

引っ越したら住民票を移しましょう
　進学や就職などで引っ越しをされ
た方は、原則、現在住んでいる寮やア
パートなどが住所地になります。住民
票は、選挙人名簿などの各種登録や、
行政サービスにつながる大切な情報
です。
　選挙で投票を行う場所は、原則、住
民票のある市区町村です。異なる市
区町村へ引っ越した方で、住民票を移
していない、または住民票を移してか
ら3カ月を経過していない場合は、新
しい住所地で投票できません。
転�出の手続き　引っ越しする予定日
の14日前から手続きができます。
転出届を提出し、転出証明書を受
け取ってください。また、マイナン
バーカードを使って、マイナポータ
ルからオンラインでも転出の届出
が可能です。詳しくはマイナポータ
ルまたは下記二次元コードよりご
確認ください。

※�マイナポータルを通じて転出届の
提出をした後は、別途、転入先市区
町村の窓口で転入届等の手続きが
必要です。

転�入の手続き　引っ越してから14日
以内に前住所地で受け取った転出
証明書を添えて、転入届を提出して
ください。

同一市区町村内での転居の手続き
　引っ越してから14日以内に転居届
を提出してください。
注�意事項　届出の際には、マイナン
バーカードを併せてお持ちくださ
い。また、別世帯の代理人が手続き
を行う場合は、委任状が必要です。

問合　転出・転入・転居に関すること
　　　市民課市民・戸籍Ｇ
　　　☎24-1112
　　　選挙に関すること
　　　総務デジタル課庶務Ｇ
　　　☎55-9606
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住民票の写し等の第三者交付
に係る本人通知制度について

ID　649776447
　代理人や第三者による請求に基づ
いて住民票の写しなどを交付したと
き、本人に交付事実を通知するもの
です。
　制度利用の希望者は、申請者本人
の確認書類（マイナンバーカード・運
転免許証・旅券など、代理人は委任状

と委任者の本人確認ができる書類、
法定代理人の場合は資格を証明する
書類）を持参のうえ、下記へ申請して
ください。
問合　市民課市民・戸籍Ｇ
　　　☎24-1112

令和8年度（令和7年分） 
課税（非課税）証明書の発行

発行開始日　6月１日㈪
持�ち物　来庁者の身分証明書（代理
人が申請する場合、委任状が必要）

費用　300円
※�マイナンバーカードを利用してコン
ビニなどでも取得できます。

問合　税務課市民税Ｇ
　　　☎55-9263

令和8年度の後期高齢者医療保険料
問合　保険年金課医療・年金Ｇ　☎24-1114

　後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に一度見直しが行われます。令和8年度の保険料率は、下表のとおりです。
　令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金を納めていた
だきます。この支援金は、社会全体でこどもや子育て世帯を支えるためのもので、子育て施策の拡充に充てられます。

　均等割額は、世帯の所得状況に応じて下表のとおり軽減されます。また、会社の健康保険等の被扶養者で、これまで
自分で保険料を払っていなかった方は、被保険者の資格を得た日の月から保険料の均等割額が、5割軽減され（後期高
齢者医療保険制度加入後2年間のみ）所得割額は課されません。

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の所得金額の合計）

令和8年度
均等割の軽減割合

43万円＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下 7割軽減

43万円＋（31万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下 5割軽減

43万円＋（57万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下 2割軽減

※�令和8年度について、7割軽減の方は、医療分の均等割額をさらに0.2割軽減します。
※令和8年度の保険料額決定通知書は、7月中旬に郵送を予定しています。

年間保険料額

所得割額 均等割額

➡

✚

医療分
（限度額85万円）

（総所得金額等－基礎控除額）
×所得割率10.48％ 56,130円＋

子ども子育て支援分
（限度額21,000円）

（総所得金額等－基礎控除額）
×所得割率0.25％ 1,362円＋
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空家の解体補助制度
ID　985338828

　1年以上空家の状態が続いており、
倒壊や瓦等の飛散のおそれがある危
険な住宅（不良住宅）を解体する際に、
その費用の一部を補助しています。
予定件数　20件
補助金額　最大50万円
募集締切　11月30日㈪
問合　都市計画課都市計画G
　　　☎55-9627

狭い市道の解消への取り組み
ID　796003460

　幅員4ｍ未満で市道認定された道路
（狭あい道路）は、日常生活における
車両の通行や緊急時の避難通路の確
保が困難になるなどの支障をきたし
ています。
概�要　狭あい道路に接する土地に建
築物を建築する際や農地を駐車場
にする場合等は、市長に協議が必
要です。また、狭あい道路の中心線
から2ｍ後退した土地を、分筆して
市に寄附していただいた場合は、
測量・分筆登記に要する費用や後
退支障物件（塀や生け垣等）の除却
に要する費用に対し、それぞれ最大
25万円を助成します。そのほか隅

切り部分の寄附等についても、一
定の条件を満たす場合に助成しま
す。
　�　令和8年度中に測量や分筆を予
定されている方は、9月末までにご
相談ください。

募集締切　10月30日㈮
問合　都市計画課都市計画Ｇ
　　　☎55-9627

耐震診断・耐震改修・ブロック塀撤去等補助制度
ID　835451839　問合　都市計画課都市計画Ｇ　☎55-9627

　旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）で建築された建物は、地震に対する安全性、耐震性が不足している可
能性があります。また、ブロック塀等は、地震が発生した際に倒壊するおそれがあります。
　市では住宅の耐震診断、改修、除却および道路に面したブロック塀等の撤去に対して、下表のとおり補助制度
を設けています。
　大地震はいつ発生するかわかりません。これらの制度を活用して、お住まいの安全性を確保してください。
募集締切　11月2日㈪
　　　　※木造住宅除却費補助は11月30日㈪

※非木造住宅耐震診断、耐震シェルター・防災ベッド設置にも補助制度があります。
※各補助制度の対象となる事業については、条件があります。

種類 対象となる事業 補助金額 予定件数

木造住宅
無料耐震診断

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅（在
来軸組構法および伝統構法の戸建、長屋、併用住宅
および共同住宅）の耐震診断

30件

木造住宅
耐震改修費補助

耐震診断を受けた木造住宅のうち、耐震性能を満た
さないものの耐震改修工事 上限150万円 10件

木造住宅
補強設計費補助

耐震診断を受けた木造住宅のうち、耐震性能を満た
さないものを精密診断法を利用して行う補強設計 上限20万円 5件

木造住宅
除却費補助

耐震診断を受けた木造住宅のうち、耐震性能を満た
さないものの除却工事 上限20万円 10件

ブロック塀等
撤去費補助

道路等に面したブロック塀（レンガ、石等の組積造を
含む）のうち、倒壊のおそれがあるものの撤去工事 上限10万円 10件
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清掃事務所からのお知らせ
問合　清掃事務所　☎26-4228

一時多量ごみの排出についてのお願い
　引っ越しや草刈などにより、ご家庭から一時的に、多量のごみが排出される場合があります。
　一度に多量のごみを出すと、収集に支障をきたすばかりか、町内の集積場トラブルにもなりかねません。
　1回につき5袋程度で数回に分けて出すか、鹿伏兎最終処分場で許可書発行後に八穂クリーンセンター（弥富市）へ
の自己搬入(有料)をお願いします。

家電製品などの無料回収業者に注意
　家電製品などを無料で回収する行為は、市の許可を受けない違法行為です。これを
利用すると、回収物の不法投棄につながるほか、高額な処理費を請求される恐れがあり
ます。
　違法無料回収業者のチラシや、巡回トラックでの回収を見つけた場合は、問い合わせ
先へご連絡ください。
注意事項
　テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの家電製品は、普段家電製品をお買い求めの
家電量販店で有料の引き取りとなります（リサイクル料金および収集・運搬料金）。それ
以外は、市の収集ルールに基づき排出してください。

使用済小型家電の回収にご協力ください
　使用済小型家電には、レアメタルなどの貴重な資源が含まれています。ごみの減量化・資源
化を図るため、使用済小型家電の回収ボックスを設置しています。
　また、発火の危険性が高いリチウムイオン電池使用製品(モバイルバッテリーなど)につい
ても、回収ボックスなどに出していただくことで火災事故の発生を防ぐことができます。
回�収品目　携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、電子タバコ、各種機器のリモコンやACアダ
プターなど

設置場所　市役所、神守支所、神島田連絡所
注意事項
・回収機器は、回収ボックスの投入口に入る大きさのもの（30㎝×30㎝未満）が対象です。
・携帯電話、デジタルカメラなどに記録された個人情報は、自己責任で消去のうえ、回収ボックスに投入してください。

リサイクルステーションについて
　鹿伏兎最終処分場において、リサイクルステーションを開設しています。資源リサイクルで、ごみの減量にご協
力ください。
開設場所　鹿伏兎最終処分場（鹿伏兎町字袴腰32番地）
開設時間　�午前9時～午後3時30分� �

（土・日曜日、祝休日、年末年始は除く）
搬�入可能物　新聞紙、段ボール、古着、空き缶（スプレー缶など含
む）、空きびん、使用済食用油、小型家電製品（携帯電話、デジタ
ルカメラ、ドライヤーなど）

注�意事項　家電リサイクル法に定められているテレビ、冷蔵庫、洗
濯機、エアコンなどの搬入はできません。お買い求めの販売店
にご相談ください。
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保存版
市政のひろばから取り外してご利用ください ID　241034925（がん検診等）

ID　807140824（特定・後期高齢者健康診査）

令和8年度 津島市がん検診等、特定・後期高齢者健康診査
　自分の体に関心を持つことは、生きるうえで大切なことです。

早期発見できれば、体への負担や医療費が軽く済むことも期待できます。

【受診期間】　6月1日㈪～10月31日㈯（乳がん・子宮がん検診は令和9年2月27日㈯まで）
【対象者】	〈�がん検診等（各種がん・胃がんリスク・肝炎ウイルス・骨

こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

・眼科検診・歯科健診）〉職場等で受診機会
がない方

	 〈健康診査〉国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入中の方
	 〈生活保護受給者の健康診査〉生活保護受給中の方　

【受診券】　�5月中旬に黄色の封筒で受診券を郵送します。�
6月になっても、受診券が届かない場合は、問い合わせください。

個別健（検）診について
受診方法

各種健（検）診の
検査内容を確認する

医療機関を選び、
直接予約する

受診した医療機関から
結果を受け取る

医療機関で受診する
（持ち物）各受診券・
マイナ保険証等・受診料

集団健（検）診について

かかりつけ医がないなどの事情がある方のために、保健センター等で年に数回実施します。
詳細は、次のとおり「市政のひろば」でお知らせします。
①健康診査とがん検診（胃・肺・大腸）のセット検診　8月号（9月実施予定）
②がん検診（胃・肺・大腸）および骨粗鬆症検診　10月号（11月実施予定）
③健康診査　10月号（11月実施予定）
※①・③は、津島市の国民健康保険または後期高齢者医療の加入者のみが対象です。
※①は、健康診査とがん検診のすべてを受診する必要があります。
※①と②の胃がん検診は、胃部X線撮影のみです。

注意事項

◦年齢は、年度内に到達する年齢です。
◦65歳以上70歳未満の方でも、後期高齢者医療に加入している方は、70歳以上の金額で受診可能です。
◦�受診日に津島市に住民登録がない（健康診査は、市の国民健康保険・後期高齢者医療の資格がない）など受診対
象でない方が受診した場合や、同一年度に2回以上同じ健（検）診を受けた場合は、健（検）診に係る費用や2回目
以降の健（検）診にかかる費用を全額負担していただきます。
◦�がん検診等はその部位で治療中の方は受けられません。自覚症状がある場合は、検診ではなく早めに医療機関

を受診してください。
◦�健（検）診による病気の早期発見と早期治療および保健指導の実施のため、検査結果（精密検査の結果を含む）
は、医療機関から市に報告されます。このことに同意のうえ、受診してください。
◦�健康診査の結果については、後日医療機関で医師から説明を受けてください。その他の検診の結果は、郵送に
なる場合があります。

23「市政のひろば」つしま2026.5



保存版

がん検診等一覧
検診の種類 検査内容 対象者

個別検診受診料 集団検診受診料
受診料（自己負担金）が無料となる場合があります

70歳未満 70歳以上 70歳未満 70歳以上

胃がん検診
胃部X線撮影または、

胃内視鏡検査の
いずれか一方

胃部Ｘ線撮影
（バリウムを飲んで胃のレントゲン撮影） 40歳以上の方 2,800円 1,400円 1,000円 500円 生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方

市ホームページより免除証明願をダウンロードできます。
受付期間
6月～令和9年2月
手続きの場所
保健センター（上之町1-60）、または電子申請
持　ち　物
身分証明書、がん検診等受診券
生活保護世帯の場合は生活保護受給者証明書
（福祉課で発行）
ご注意ください
①�必ず受診前に手続きをしてください。
　�事前手続きを行わずに医療機関で受診料を支払った場合、受診
後に手続きをしても返金できません（無料クーポン券を提出せ
ずに受診した場合も同様です）。
②�課税状況は、毎年度変わります。市民税非課税世帯であるかど
うかは、税務課で確認できます。世帯員で市民税について未申
告の方がいる場合、対象となりません。世帯全員が市民税の申
告をしていることを確認のうえ、お越しください。

無料クーポン券
（乳がん、子宮がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、眼科検診、歯科健診）
　特定の年齢の方は、無料で受診できます。受診の際、必ず、受診
券といっしょに無料クーポン券を提示してください。
　対象となる方は、受診券の受診できる検診の欄に、「クーポン」と
記載されていますので、ご確認ください。
　また、受診券に添付した無料クーポン券に、氏名・生年月日・住所
が記載されています。
※�眼科検診と歯科健診の無料クーポンについては受診券とは別に、A4サイ
ズのクーポン券になります。切り取ってご使用ください。

胃内視鏡検査
（胃カメラ）

50歳以上の方（2年に1回）
胃カメラを受診した翌年度は、胃がん検診（胃部Ｘ
線撮影・胃カメラ）は受診できません。

2,900円 1,500円

肺がん検診
65歳以上の方は

結核健診を
兼ねています

胸部Ｘ線撮影 40歳以上の方 1,100円 600円 500円 200円

大腸がん検診 便潜血反応検査
（自宅で便を採取して提出） 40歳以上の方 700円 400円 400円 200円

乳がん検診 マンモグラフィ

40歳以上の女性（2年に1回）
授乳中の方、豊胸手術を受けた方、ペースメーカー
を使用されている方は、この検査は適しません。
月経前1週間は乳房が張るため、この時期を避けて
ください。

1,500円 800円

子宮がん検診

子宮頸
けい

部細胞診 20歳以上の女性（2年に1回）
生理中は避けてください。
妊娠中の方は受診できません。
※�体部細胞診は頸部検診対象者で、6カ月以内に不正
性器出血・月経異常・褐色のおりものがあった方のみ
が対象です。ただし、このような症状のある方は速や
かに直接医療機関を受診することをお勧めします。

1,100円 600円

子宮頸部+体部細胞診※ 1,900円 1,000円

胃がんリスク検診 血液検査（ピロリ菌抗体検査）
40歳以上で、この検診を受けたことのない方
ピロリ菌除去後、食道や胃等に症状がある、または治療
中、腎不全、胃切除後等の方は対象になりません。

1,000円 500円

前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ検査） 40歳以上の男性（3年に1回） 1,000円 500円
肝炎ウイルス検診 血液検査（B型・C型肝炎ウイルス） 40歳以上で、この検診を受けたことのない方 1,000円 500円

骨粗鬆症検診 超音波による骨密度検査 40歳以上の5歳刻みの女性 700円 300円
眼科検診 視力検査、眼圧測定、眼底検査など 40歳以上70歳以下の方（3年に1回） 1,300円 600円

歯科健診 歯と歯周組織の検査
(75歳以上)口腔機能の検査 20歳、30歳、40歳以上の方 1,000円 500円

★健康診査一覧★ 健康診査の受診には、「健康診査受診券」が必要です。

健診の種類 検査内容 対象者 受診料 問合

特定健康診査
問診・診察・身体計測・血圧測定・血液検
査・尿検査・心電図・眼底検査（該当者の
み）など

健診受診日に津島市国民健康保険に加入している
40歳以上の方

無料

保険年金課国民健康保険G
☎24-1113

後期高齢者健康診査 健診受診日に後期高齢者医療保険に加入している方

生活保護受給者の
健康診査

健診受診日に生活保護受給中の40歳以上の方
（受診前に保健センターで手続きが必要）

保健センター（健康推進課成人保健G）
☎23-1551
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◦がん検診は、津島市に住民登録があり、職場等でがん検診を受ける機会のない方が対象です。
◦がん検診の受診には、「がん検診等受診券」が必要です。

検診の種類 検査内容 対象者
個別検診受診料 集団検診受診料

受診料（自己負担金）が無料となる場合があります
70歳未満 70歳以上 70歳未満 70歳以上

胃がん検診
胃部X線撮影または、

胃内視鏡検査の
いずれか一方

胃部Ｘ線撮影
（バリウムを飲んで胃のレントゲン撮影） 40歳以上の方 2,800円 1,400円 1,000円 500円 生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方

市ホームページより免除証明願をダウンロードできます。
受付期間
6月～令和9年2月
手続きの場所
保健センター（上之町1-60）、または電子申請
持　ち　物
身分証明書、がん検診等受診券
生活保護世帯の場合は生活保護受給者証明書
（福祉課で発行）
ご注意ください
①�必ず受診前に手続きをしてください。
　�事前手続きを行わずに医療機関で受診料を支払った場合、受診
後に手続きをしても返金できません（無料クーポン券を提出せ
ずに受診した場合も同様です）。
②�課税状況は、毎年度変わります。市民税非課税世帯であるかど
うかは、税務課で確認できます。世帯員で市民税について未申
告の方がいる場合、対象となりません。世帯全員が市民税の申
告をしていることを確認のうえ、お越しください。

無料クーポン券
（乳がん、子宮がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、眼科検診、歯科健診）
　特定の年齢の方は、無料で受診できます。受診の際、必ず、受診
券といっしょに無料クーポン券を提示してください。
　対象となる方は、受診券の受診できる検診の欄に、「クーポン」と
記載されていますので、ご確認ください。
　また、受診券に添付した無料クーポン券に、氏名・生年月日・住所
が記載されています。
※�眼科検診と歯科健診の無料クーポンについては受診券とは別に、A4サイ
ズのクーポン券になります。切り取ってご使用ください。

胃内視鏡検査
（胃カメラ）

50歳以上の方（2年に1回）
胃カメラを受診した翌年度は、胃がん検診（胃部Ｘ
線撮影・胃カメラ）は受診できません。

2,900円 1,500円

肺がん検診
65歳以上の方は

結核健診を
兼ねています

胸部Ｘ線撮影 40歳以上の方 1,100円 600円 500円 200円

大腸がん検診 便潜血反応検査
（自宅で便を採取して提出） 40歳以上の方 700円 400円 400円 200円

乳がん検診 マンモグラフィ

40歳以上の女性（2年に1回）
授乳中の方、豊胸手術を受けた方、ペースメーカー
を使用されている方は、この検査は適しません。
月経前1週間は乳房が張るため、この時期を避けて
ください。

1,500円 800円

子宮がん検診

子宮頸
けい

部細胞診 20歳以上の女性（2年に1回）
生理中は避けてください。
妊娠中の方は受診できません。
※�体部細胞診は頸部検診対象者で、6カ月以内に不正
性器出血・月経異常・褐色のおりものがあった方のみ
が対象です。ただし、このような症状のある方は速や
かに直接医療機関を受診することをお勧めします。

1,100円 600円

子宮頸部+体部細胞診※ 1,900円 1,000円

胃がんリスク検診 血液検査（ピロリ菌抗体検査）
40歳以上で、この検診を受けたことのない方
ピロリ菌除去後、食道や胃等に症状がある、または治療
中、腎不全、胃切除後等の方は対象になりません。

1,000円 500円

前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ検査） 40歳以上の男性（3年に1回） 1,000円 500円
肝炎ウイルス検診 血液検査（B型・C型肝炎ウイルス） 40歳以上で、この検診を受けたことのない方 1,000円 500円

骨粗鬆症検診 超音波による骨密度検査 40歳以上の5歳刻みの女性 700円 300円
眼科検診 視力検査、眼圧測定、眼底検査など 40歳以上70歳以下の方（3年に1回） 1,300円 600円

歯科健診 歯と歯周組織の検査
(75歳以上)口腔機能の検査 20歳、30歳、40歳以上の方 1,000円 500円

問合　保健センター（健康推進課成人保健G）
　　　☎23-1551

健診の種類 検査内容 対象者 受診料 問合

特定健康診査
問診・診察・身体計測・血圧測定・血液検
査・尿検査・心電図・眼底検査（該当者の
み）など

健診受診日に津島市国民健康保険に加入している
40歳以上の方

無料

保険年金課国民健康保険G
☎24-1113

後期高齢者健康診査 健診受診日に後期高齢者医療保険に加入している方

生活保護受給者の
健康診査

健診受診日に生活保護受給中の40歳以上の方
（受診前に保健センターで手続きが必要）

保健センター（健康推進課成人保健G）
☎23-1551

健診結果の提供のお願い
　津島市国民健康保険に加入中の方
で、令和8年度中に人間ドックや職場
での健康診査を受けた方は、健診結
果を保険年金課へご提出をお願いし
ます。
　市が実施する健康診査を受診する
必要がなくなります。

保存版
市政のひろばから取り外してご利用ください

▲電子申請は
こちらから
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令和8年度　がん検診等 実施医療機関
愛西市、弥富市、あま市および海部郡内の実施医療機関は「健康診査・がん検診などのお知らせ（受診券に同封）」をご覧ください。
※医療機関の都合により変更する場合があります。

医療機関名 所在地 電話 健康
診査

保健
指導

胃がん
X線

胃がん
内視鏡 肺がん 大腸

がん
胃がん
リスク

前立腺
がん

肝炎
ウイルス 乳がん 子宮

がん
ＡＩＳＡＮクリニック 江西町 31-6177 ● ● ● ● ● ●
あいち健康クリニック 藤里町 26-7328 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
安藤病院 唐臼町 31-4070 ● ● ● ● ● ● ●
井田医院 西柳原町 26-2676 ● ● ● ● ● ● ●
大橋産婦人科クリニック 埋田町 26-7111 ●
岡田クリニック 津島北新開 97-3329 ● ● ● ● ● ● ●
奥村クリニック 申塚町 22-2600 ● ● ● ● ● ● ● ●
かたおかクリニック 片岡町 58-3523 ● ● ● ● ● ●
加藤医院 宇治町 24-1515 ● ● ● ● ● ● ● ●
神守診療所 神守町 28-3650 ● ● ● ● ● ●
クリニックつしま 百島町 28-7111 ● ● ● ● ● ● ● ●
くろかわ内科クリニック 神守町 22-2288 ● ● ● ● ● ● ●
後藤整形外科 南新開町 25-5511 ●
ジュンクリニック 大和町 22-2333 ● ● ● ● ● ●
すぎの大人こどもクリニック 元寺町 25-8122 ● ● ● ● ● ● ● ●
杉山クリニック 中地町 26-2006 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
そらのま内科クリニック 埋田町 24-7800 ● ● ● ● ● ●
貴子ウィメンズクリニック 申塚町 23-5786 ●
たやす腎クリニック 愛宕町 28-3711 ● ● ● ● ●
つしまセントラルクリニック 今市場町 55-9111 ● ● ● ● ● ● ● ●
津島中央病院 葉苅町 24-0111 ● ● ● ● ● ● ● ●
坪内医院 江東町 28-6300 ● ● ● ● ● ● ● ●
なぎさクリニック 寺前町 55-7360 ● ● ● ● ● ● ●
はせ川外科 神守町 24-3370 ● ● ● ● ● ● ● ●
ひだかファミリークリニック 東柳原町 26-2220 ● ● ● ● ● ● ●
平井クリニック 高台寺町 33-0888 ● ● ● ● ● ●
平野医院 西愛宕町 26-7584 ● ● ● ● ● ● ●
松永医院 南門前町 26-2022 ● ● ● ● ● ● ●
真野産婦人科 津島北新開 26-4556 ●
ワシノ医院 又吉町 26-2851 ● ● ● ● ●
津島市民病院 橘町 28-5151 ● ●

乳がん検診の予約方法は、受診券に同封するお知らせ（P4）を参照ください。

眼科検診　実施医療機関
医療機関名 所在地 電話 医療機関名 所在地 電話
大鹿眼科 東柳原町 23-0900 つしま佐久間眼科 新開町 24-3311
大橋眼科医院 今市場町 26-2029 むろや眼科 江東町 25-1966

歯科健診　実施医療機関
医療機関名 所在地 電話 医療機関名 所在地 電話

愛歯科髙見クリニック 又吉町 23-1351 たかしま歯科 宮川町 26-3939
愛知ひとまち歯科医院 城山町 28-8280 津島オリーブおとなこども歯科 莪原町 25-4838

井桁歯科 橘町 25-7880 つしまスマイル歯科クリニック 新開町 22-2300
いしがき歯科 寺前町 22-3977 つしまファミリー歯科 柳原町 26-4335

ウエダ歯科　矯正歯科 金柳町 31-3922 津島みらい歯科矯正歯科 愛宕町 31-9500
宇佐見歯科医院 青塚町 28-7280 にしおわり中央歯科おやこ歯科 蛭間町 31-7885
内田歯科医院 南本町 26-2714 日光川歯科 百島町 24-1725
唐臼歯科医院 唐臼町 32-2233 のだ歯科クリニック 大和町 55-7676
げんき歯科 藤里町 28-0222 ひらの歯科 天王通り 28-4180

歯科・山田クリニック 西愛宕町 24-8005 ヒルマデンタルクリニック 蛭間町 26-0586
下切歯科医院 下切町 26-0118 ふじさと歯科 藤里町 24-3537

昭和歯科クリニック 昭和町 26-1333 向井歯科医院 葉苅町 26-1881
杉野歯科 橘町 26-4423 わたなべ歯科医院

おとなこども歯科・シニア歯科 西愛宕町 26-0808すずき歯科 神守町 24-7133

保存版
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避難行動要支援者支援制度
ID　153843111

　災害が発生したとき、自力での避
難が難しい方（避難行動要支援者）
が、避難支援等を可能な限り地域で
受けられる仕組みです。
　「避難行動要支援者名簿」を作成し、
本人の同意を得たうえで、避難支援等
関係者（自主防災組織、町内会、民生
委員等）に情報提供します。災害時の
避難支援や安否確認等だけでなく、平
常時の見守り活動にも役立てます。
対象
①ひとり暮らし老人登録者
②要介護3～5の認定者
③難病患者（特定疾患医療給付受給者）
④�身体障害者手帳1級または2級を
お持ちの方
⑤療育手帳Aをお持ちの方
⑥�精神障害者保健福祉手帳1級をお
持ちの方
⑦�その他災害時に支援が必要な方
で、登録を希望する方
※�施設や病院などに長期入所、入院
されている方を除く

問合　危機管理課危機防災Ｇ
　　　☎55-9594

津島市原子爆弾被爆者手当
を支給します

対�象　市内在住で、被爆者健康手帳
の交付を受けている方

手当の支給額　月額2,000円
申�請方法　被爆者健康手帳を持参
し、直接下記へ。
※�すでに支給認定を受けている方
は、手続きの必要はありません。

問合　保健センター　☎23‐1551

転入された方へ
7歳半未満のお子さんがいる場合
は、届け出をお願いします

　市では、予防接種台帳を整備し、接
種状況の把握と指導に役立てていま
す。転入された方は、母子健康手帳を
持参し、保健センターへ接種歴の届
け出をお願いします。
　予防接種には、市発行の予診票が
必要です。お持ちでない方は、接種歴
を届け出る際に申し出てください。
問合　保健センター　☎23-1551

あなたが支える赤十字運動
　日本赤十字社は、災害救護や海外
への援助、赤十字奉仕団の育成など
幅広い活動を行っています。
　昨年度は3,776,700円のご協力
をいただきありがとうございました。
毎年5月は「赤十字会員増強運動月
間」です。今年も皆さんのご協力をお
願いします。
問�合　日本赤十字社津島市地区（福
祉課福祉G）　☎24-1115

第68回水道週間
6月1日㈪～7日㈰
ID　867176308

　水道に関するアンケートを市役所、
神守支所、神島田連絡所で行います。
皆さんのご協力をお願いします。
問合　上下水道部管理課管理Ｇ
　　　☎55-9728

シルバー人材センター
会員募集中
　「生涯現役」を目指し、地域でいき
いきと活躍したい60歳以上の方を
募集しています。これまでの経験を生
かしたい方はもちろん、「少しだけ働
きたい」「体を動かしたい」という方に
も、無理なく取り組めるお仕事をご紹
介しています。
対�象　市内在住の60歳以上の健康
で、働く意欲があり、家族の同意が
ある方
※�清掃・除草作業や樹木の剪定など、
地域の暮らしを支える仕事に興味
のある方を特に歓迎しています。
※�月に一回開催している入会説明会
では、仕事の内容等をご説明して
います。5月21日㈭、6月19日㈮に
開催予定です。

野菜販売（地産地消）
　毎週火曜日午前8時30分ごろから
会員が作った新鮮な野菜を販売して
います。
※都合により中止することもあります。
問�合　公益社団法人津島市シルバー
人材センター（総合保健福祉セン
ター内）　☎26-8448

「人権擁護委員の日」 
特設人権相談
　6月1日は人権擁護委員の日です。
人権擁護委員は、私たちの身近な相
談パートナーです。こどものことや家
庭での悩みごと、いじめや体罰、プラ
イバシーの侵害をされたなどの相談
に応じます。相談は無料・秘密厳守で
す。
日時　6月1日㈪　午後1時～4時
場所　市役所１階相談室1・2
相談員　人権擁護委員
問�合　人権推進課人権同和・男女参
画Ｇ　☎55-9364
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財源確保のため有料広告を掲載しています。広告については市が推奨するものではありません。内容については直接広告主にお問い合わせください。

市LINE公式アカウント

友だち募集中！

市政に関する情報はいつでも気軽にLINEから！

アカウントの特徴
❶子育て、イベントなど、あなたにとって必要な情報のみお届けします！
※様々なジャンルから必要な情報を各自でお選びいただけます。

❷市のことが丸わかり！ アクセスしやすいメニュー画面から情報を入手できます！

市民の皆さんからの情報提供もLINEから
　市の道路・公園の損傷状況について、LINEで情報提供が可能です。情報提供いただいた
ものは、順次可能な限り、対応いたします。

ID　862904920　問合　秘書広報課広報G　☎55-9584

友だち登録はこちらから♪

「愛宕地区計画」の都市計画決定および用途地域の変更

　愛宕地区の一部地域において、地区計画の決定および用途地
域を変更しました（図の緑枠内）。
　対象区域では、建ぺい率、容積率が一部緩和されたほか、最低
敷地面積なども定めております。
　詳しくは、市ホームページの「地区計画」をご覧ください。

ID　550635691　問合　都市計画課都市計画Ｇ　☎55-9627
 

 

 

 

 

 

 

対象区域  
西愛宕信号交差点 

募集
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津島みまもり隊
ID　324500722

　腕章を着用し、散歩などをしていた
だくことで、地域の犯罪抑止力が高ま
ります。多くの方に参加していただく
ことで「地域の目」が光り、より一層の
防犯対策になりますので、ぜひ防犯ボ
ランティアとしてご登録ください。
活動内容
・�活動に特別な制約はありません。
散歩、ジョギング、犬の散歩、買い
物などの外出時に、腕章を着用して
ください（腕章は登録者に無料で
配付します）。

・�不審者（車）を発見したときや、ひっ
たくり、こどもの連れ去りなどを目
撃したときは、110番通報してくだ
さい。

対�象　市内在住・在勤で、地域の防犯
活動に関心のある方

募集期間　随時
申�込　市民協働課および神守支所、
神島田連絡所で登録票に記入
※�身分を証明できるもの（免許証や
保険証など）を持参してください。

問合　市民協働課市民協働G
　　　☎55-9298

県営住宅の入居者
募集住宅
県営津島住宅（3DK）
　単身者向　1戸
県営草平住宅（4ＤＫ）
　一般世帯向　１戸
県営愛宕住宅（3ＤＫ）
　一般世帯向　1戸
県営愛宕南住宅（2ＤＫ）
　一般世帯向　1戸
申込用紙配布場所
・�名古屋尾張住宅管理事務所海部駐
在（愛知県海部総合庁舎5階）

・�都市計画課
申�込　5月7日㈭～15日㈮に郵送で
愛知県住宅供給公社へ（締切日消
印有効）。
※�単身者の方は、単身者向以外は申
し込みできません。

抽選日　6月3日㈬
入居予定日　8月1日㈯
問�合　名古屋尾張住宅管理事務所海
部駐在　☎24‐7330

催し

令和8年度 
海部地方総合防災訓練
　海部地方防災連絡会議・海部地区
水防事務組合主催により、大規模災
害発生時の協力体制の確立、地域の
連携を活かした防災力強化のため、
海部地方総合防災訓練を開催しま
す。
　消防、警察、自衛隊や医療関係機
関、建設事業者等が連携して救助を
実施する特別訓練のほか、消防・警
察・自衛隊車両や装備品の展示、炊き
出し食料の提供、防災に関する啓発
展示など、様々なイベントを用意して
います。予約は不要です。
日時　6月7日㈰
　　　午前8時40分～11時30分
場所　国営木曽三川公園東海広場
申込　不要
参加費　無料
問�合　愛知県海部県民事務所県民防
災安全課　☎24-2125

　市では、有料広告を募集しています。広告は市の発行物にふさわしいものに限り、掲載にあたっ
ては審査があります。

ID　228566210　問合　秘書広報課広報Ｇ　☎55-9584

広報紙「市政のひろば」に掲載する
有料広告を募集しています！
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人権を理解する作品 
コンクール作品展
　人権尊重思想の普及・高揚を図る
ための啓発活動の一環として、小・中
学生を対象に「人権を理解する作品
コンクール」を実施しました。応募作
品の中から作品を選出し、展示を行い
ます。
期間　4月24日㈮～6月5日㈮
　　　午前9時～午後6時
　　※最終日は正午まで
場�所　市立図書館1階カウンター奥
展示コーナー

展示物　書道、標語、ポスター
問�合　人権推進課人権同和・男女参
画Ｇ　☎55-9364

教室・講座

春の星空教室
日時　5月23日㈯
　　　午後7時30分（１時間程度）
場所　児童科学館
内容　春の星空や惑星の観察
対�象　小学生以上（小学生は保護者
同伴）

定員　60人（先着）
申�込　5月8日㈮～22日㈮に電話ま
たは直接下記へ。

問合　児童科学館　☎24-8743

天文工作教室
日時　6月13日㈯
　　　午後1時30分（１時間程度）
内�容　バルーンロケットで宇宙へ挑
戦！

場所　児童科学館
対象　小学生（保護者同伴）

定員　15人（先着）
参加費　無料
申�込　5月29日㈮～6月12日㈮に電
話または直接下記へ。

問合　児童科学館　☎24-8743

中小事業者向けエコアクション21
認証取得講習会

ID　691469792
　環境マネジメントシステム「エコア
クション21」の認証取得を目指す事
業者向けの講習会です。中小事業者
の方々が環境経営に容易に取り組め
るよう工夫されています。
日�時　5月12日、6月2日・23日、7月
14日（すべて火曜日、全4回）
　午後1時30分～4時30分
場�所　（一社）愛知県産業資源循環協
会（名古屋市中区）

参加費　無料
問合　生活環境課環境保全G
　　　☎55‐9368

名　称 日　時 ホール 料　金 問　合

中部地区吟詠大会 5月17日㈰�
午前10時 大 無 山川�

☎052-461-2008

JDSF-PD中部競技大会 5月31日㈰�
午前10時30分 大 無 奥村�

☎080-9075-5234

ＦＭＭＦ(バンド演奏) 5月31日㈰�
正午 小 無 鷲尾�

☎090-4232-0314

文化会館
催しガイド

（4月1日現在）　
※�掲載している催し物の�
名称などは予定です。

海部海部フラワーフェアフラワーフェア
問合　海部苗木花卉生産組合連合会事務局（海部農林水産事務所農政課内）　☎24-2111（内線356）

　海部地域の農家が生産した鉢花などを集めた花のイベントを開催します。
日時・内容　下表のとおり　　　　　場所　海南こどもの国（弥富市）

日付 内容 時間 定員 参加費

5月10日㈰

花の即売会
母の日撮影会

午前10時
～午後3時 － －

花育教室
（小学生以下対象） 午前10時 100人（先着）

（申込不要） 100円

花無料配布
（合計1,000円以上
の花購入者限定）

午前10時
～午後3時 100人（先着） －
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財源確保のため有料広告を掲載しています。広告については市が推奨するものではありません。内容については直接広告主にお問い合わせください。

普通救命講習Ⅰ
ID　867778597

日時　6月14日㈰　午前9時～正午
場所　消防本部3階大会議室
内�容　心肺蘇生法、止血法、AEDの
使用方法

対�象　市内在住・在勤・在学（中学生
以上）の方

定員　15人（先着）
申�込　5月8日㈮～21日㈭に市ホー
ムページより申請。ＦＡＸからの申
請も可。

問合　消防本部救急Ｇ
　　　☎23-0119　内線110
　　　F28-3341

ジュニアリーダー養成研修会
期間　�6月14日㈰～令和9年2月28日㈰
場所　中央児童館
対象　小学4～6年生
定員　30人
参加費　無料
内�容　児童館でのイベント企画など、
様々な体験を通して、知識や技術を
楽しみながら学び、身につけます。

申�込　5月1日㈮～24日㈰の午前9時
30分～午後5時に直接下記へ

問合　中央児童館　☎26-3540

令和8年度祭りを学ぶ
ID　949235720

　尾張津島天王祭についての学習・
見学会を行い、郷土への誇りや愛着
を育みます。
内容（全3回）
1日目
・天王祭の歴史
・能や奏楽について
・楽器体験
日時　6月27日㈯　午前10時～正午
2日目
・絵や写真で見る天王祭
日時　7月11日㈯　午前10時～正午
3日目
・桟敷から朝祭の車楽舟を見学
日時　7月26日㈰　午前9時～11時
場所　1日目　愛西市文化会館
　　　2日目　�津島市生涯学習センター
　　　3�日目　津島市総合保健福祉

センター
※�内容・開催時間等は変更になる場
合があります。

対象　市内の小学4～6年生
定員　15人(抽選)
受講料　無料
申�込　5月1日㈮～6月1日㈪に下記
二次元コードから。

主�催　津島市教育委員会、
　　　愛西市教育委員会

問�合　社会教育課生涯学習・文化振
興Ｇ　☎55-9421

外国人向け日本語教室
ID　980991396

　津島市国際交流協会では、日本語
に不安がある、日本語を学びたいと
考えている外国人向けに、日本語教
室を開催しています。
つしまにほんご教室
　市内在住・在勤の大人の外国人向
けの日本語教室です。
日時　毎週金曜日（第1金曜日は除く）
　　　午後7時～8時30分
場所　文化会館視聴覚室
参加費　1回100円
問�合　津島市国際交流協会つしまに
ほんご教室　☎090-5866-1253

FUJICA（ふじか）
　市内在住の外国人児童生徒向けの
日本語教室です。
日時　毎月第1～3土曜日
　　　午前9時30分～11時30分
場所
　第1、2土曜日
　南小学校区コミュニティセンター
　第3土曜日
　ちいきの広場（神守中学校内）
参加費　無料
問�合　津島市国際交流協会事務局（津
島神社参集所内）　☎58-2270

そ�の他　日本語を学ぶ外国人をサ
ポートするボランティアも募集して
います。興味がある方は、各問い合
わせ先ヘご連絡ください。
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女性向け創業スクール
ID　986172426

 創業に必要な知識を学ぶことがで
き、また女性起業家ならではの悩み
についてアドバイスが受けられます。
日時

日程 時間
6月20日㈯

午後1時～4時6月27日㈯
7月4日㈯

7月11日㈯
午前9時～午後6時で、
1人15～30分程度の個
別相談会を開催

7月18日㈯ 午後1時～5時

場所　津島商工会議所
講�師　五

い が ら し
十嵐暁

あけ
美
み
氏

　　　（株式会社Office Aube代表）
対�象　創業に興味がある、創業して
間もない女性

受講料　4,400円
申込　電話、FAXまたは直接下記へ。
問合　津島商工会議所
　　　☎28-2800　F24-2805

就業支援講習会
ID　388881855

　ひとり親家庭の父・母と寡婦の方を
対象に技能・資格を習得する就業支
援講習会の参加者を募集します。
コース・会場等
パソコン講習初級（全15回）
　ヒューマンアカデミー　花車ビル
　7月4日㈯～10月17日㈯
　教材費　3,630円
※託児あり
調剤薬局事務講習（全7回）
　ヒューマンアカデミー　花車ビル
　7月11日㈯～9月5日㈯
　教材費　1,760円
介護職員初任者研修（全16回）
　未来ケアカレッジ　名古屋駅前校
　7月7日㈫～11月17日㈫
　教材費　6,600円
※自宅学習要件有
定員　各20人（抽選）

受講料　無料（教材費ほか自己負担）
申込期間　5月7日㈭～28日㈭
申�込　子育て支援課に設置の受講申
込書に記入のうえ、提出してくださ
い。

主催　愛知県母子寡婦福祉連合会
問合　子育て支援課子育て支援G
　　　☎24-1121

子育て・健康

子育てサロン「おたまじゃくし」
ID　506947036

　子育て中の方が気軽に集まってお
しゃべりできるサロンで心肺蘇生法、
AEDの使い方、窒息やけいれん時の
対処法、止血法などとっさの事故や病
気にあわてず対応できる方法を学び
ます。
日時　6月24日㈬
　　　午前10時30分～正午
場�所　蛭間地区コミュニティセン
ター

内�容　いざという時のために　乳幼
児心肺蘇生法講座

講師　津島市消防署員
対象　未就学児とその保護者
持ち物　バスタオル
参加費　無料
定員　15組
申�込　6月12日㈮までに下記二次元
コードから。

 

問合　津島市主任児童委員部会
　　　Eotamajakushi94@gmail.com

第1回親子あそび講座
ID　156893722

日時　5月29日㈮
　Aグループ　午前10時～11時
　Ｂグループ　午前11時～正午
場所　総合保健福祉センター
内容　親子バランスボール
対象　未就園児とその保護者
　　※各グループ13組
申�込　5月15日㈮の午前9時以降に
電話または直接下記へ。

問合　西地区子育て支援センター
　　　☎24-0005

第1回『ちびっこるーむ』
ID　772841262

　入園するとどんなことをするの？園
での遊びや活動の一部を体験してみ
ませんか。
日時　6月10日・17日・24日
　　　（すべて水曜日）
　　　午前10時～11時
場所　西地区子育て支援センター
　　　（総合保健福祉センター内）
対�象　市内在住の2歳の誕生日を過
ぎた未就園児

定員　5人（先着）
申�込　5月27日㈬の午前9時以降に
電話で下記へ。

問合　西地区子育て支援センター
　　　☎24-0005
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　在宅で療養が可能な小児慢性特定
疾病医療受給者証の交付を受けた児
童等に対し、日常生活用具の給付を
行います。
対�象　市内在住の小児慢性特定疾病
児童等
※�課税の状況などにより対象外とな
る場合があります

給付種目　表のとおり
注意事項
◦�障害者総合支援法による日常生活
用具の給付対象の方は、障害者総
合支援法での給付を優先します。
◦�手続きはすべて見積書による事前
申請です。購入後の申請は対象に
なりません。

そ�の他　申請に必要な書類等、詳細
は問い合わせ先へ。

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付
ID　753920036　問合　保健センター　☎23‐1551

給付種目 対象者
便器 常時介護を要する方
特殊マット 寝たきりの状態にある方
特殊便器 上肢機能に障害のある方
特殊寝台 寝たきりの状態にある方
歩行支援用具 下肢が不自由な方
入浴補助用具 入浴に介助を要する方
特殊尿器 自力で排尿できない方
体位変換器 寝たきりの状態にある方
車いす 下肢が不自由な方
頭部保護帽 発作などにより頻繁に転倒する方
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある方
クールベスト 体温調節が著しく難しい方

紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障
害を起こすことがある方

ネブライザー 呼吸器機能に障害のある方
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な方
ストーマ装具（消化器系） 人工肛門を造設した方
ストーマ装具（尿路系） 人工膀胱を造設した方
人工鼻 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な方

チューブ型包帯 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やび
らんを生じ、皮膚障害を起こすことがある方

中 央 児 童 館 で 遊 ぼ う ！ 	 中央児童館　☎26-3540

イベント 日付 時間 対象 受付期間 定員 内容 参加費 持ち物

運動遊び
2、9、16、
23、30日�
すべて
土曜日

午後1時
～1時30分

小・中学生、
高校生 当日受付 なし 体を動かして遊ぼう、

ドッジボールもするよ 無料 上靴・水筒・
タオル

けん玉・
こま検定

10、24日�
いずれも
日曜日

午後1時～2時 小・中学生、
高校生 当日受付 なし けん玉とこまの記録に

チャレンジします 無料 上靴・水筒

ベビー
マッサージ 15日㈮ 午前10時30分

～11時30分
0歳児と

その保護者※1
1日㈮～
12日㈫ 5組 親子のリラックス法

ふれあい遊びをします
オイル代、
資料代
500円

バスタオル・
水分補給
できるもの

手作り
タイム

17、31日�
いずれも
日曜日

午後1時～2時 小・中学生、
高校生 当日受付 なし 缶バッジ制作を楽しもう 無料 上靴・水筒

ハイハイ
広場 18日㈪ 午前10時30分

～11時15分　　
0歳児と

その保護者※2 当日受付 なし 身長体重測定、手形を
デコレーションしよう 無料

バスタオル・
水分補給
できるもの

ビンゴ大会 23日㈯ 午前11時30分　　
乳幼児親子、�
小・中学生、
高校生

当日受付 なし ビンゴ大会で
盛り上がろう 無料 上靴・水筒

なかよし
広場 30日㈯ 午前10時30分

～11時15分　　
満１歳ごろから
未就学児と
その保護者

当日受付 なし ふれあい遊びや体を
動かして遊びましょう 無料 上靴・水筒

○　�開館時間：午前9時30分～午後5時（水曜日午後・木曜日・祝日の休館日を除く）　児童館に貴重品は持ってこないようにしましょう。携帯電話のご利用はお控えください。
○　初回に来館の際に登録書の記載をお願いします。登録書に記載のある方は、電話での受付が可能です。
○　定員のあるイベントの受付は、電話または直接児童館まで（定員になり次第受付終了）
※1 生後1カ月健診後～満1歳ごろ　※2 生後4カ月ごろ～満1歳ごろ

5月の予定
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6月 の母子健康診査、教室のお知らせ� 会場・予約先・問い合わせは保健センター

種　　別 日 受付時間（開催時間） 対　　　象 定　員 持　ち　物
HAPPY
マタニティ
(育児編）

21㈰ 午前９時45分～10時
(午前10時～正午)

妊娠中の方とその家族
内容：赤ちゃんの生活や特徴についての
講話、赤ちゃんのお世話の実習

15組
予約制

母子健康手帳
バスタオル
フェイスタオル

離乳食教室
（前期） 10㈬ 午前９時45分～10時

(午前10時～11時30分)
４～７カ月ごろになるお子さんをもつ保護者
※対象の月齢以外でも予約できます

25人
予約制 母子健康手帳

４カ月児
健康診査

3㈬ 午後１時～２時
※指定された時間

４カ月を過ぎたお子さん
※対象者に個別通知をします
　（１歳未満まで受診可）

母子健康手帳
問診票
バスタオル24㈬

１歳６カ月児
健康診査 18㈭ 午後１時～２時

※指定された時間
１歳６カ月を過ぎたお子さん
※対象者に個別通知をします
　（２歳未満まで受診可）

母子健康手帳
問診票
バスタオル

２歳児歯科
健康診査　 25㈭ 午後１時～２時

※指定された時間
２歳以上３歳未満のお子さん
※対象者に個別通知をします
　（３歳未満まで受診可）

母子健康手帳
問診票
タオル

３歳児
健康診査

5㈮ 午後１時～２時
※指定された時間

３歳２カ月ごろのお子さん
※対象者に個別通知をします
   （４歳未満まで受診可）

母子健康手帳
問診票
視力・聴力アンケート19㈮

☆乳幼児健康診査はすべて１～２時間程度かかります。乳幼児健康診査を受けていない方は保健センターの保健師がご家庭を訪問します。
☆�麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）、水痘（水ぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、 

とびひ等にかかっている方は、医師の許可が出てからお越しください。
☆予約制の場合は、定員になり次第締め切らせていただきます。					   
☆暴風警報等が、愛知県西部地方に発令された場合は実施できないことがありますので、保健センターに問い合わせください。

★あなたの健康づくりを応援します　　保健師・管理栄養士・歯科衛生士が担当します。
事業名 内　容 開催日時

健康ホットライン
☎27-1021（相談専用）

ご自身や家族の健康について、また、育児に関することを専用電
話で保健師が相談をお受けします。

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時30分～11時

健康相談 生活習慣病など健康に関すること。

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時
※要予約
※電話相談可

健康チェック 体成分分析・血圧・喫煙度・HbA1c簡易測定ができます。

こころの健康相談 こころの不調への早期対応、予防に関すること、ひきこもりに関
すること。

お口の健康相談 歯みがきの方法等、歯科に関すること。

栄養相談 食生活に関する相談を管理栄養士がお受けします。

家庭訪問 ご家庭に訪問して相談をお受けします。

問合　保健センター（総合保健福祉センター内）　所在地　上之町１-60　☎23-1551
津島地区休日急病診療所

内科・
小児科

日曜日・祝日
午前9時～11時30分
午後1時～4時30分

所在地　藤浪町4-14

☎24-3611

海部地区急病診療所
内科・
小児科

平 日
土 曜日
日・祝日

当面の間、休診
午前9時～11時30分
午後1時～4時30分

歯 科 日・祝日 午前9時～11時30分
午後2時～4時30分

所在地　莪原町字郷西37
☎25-5210

津島市民病院
所在地　橘町3-73
H  http://ｗｗｗ.tsushimacity-hp.jp/

☎28-5151

診療可能な病院を案内します
消防本部

救急医療
情報センター

☎23-0119
☎26-1133

上記医療機関を受診される場合は、それぞれの時間外窓口に事前に電話確認のうえ受診してください。
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児童福祉週間
5月5日（火・祝）～11日㈪

ID　621427127
　こどもの健やかな成長、こどもや家
庭を取り巻く環境について国民全体
で考えることを目的に、毎年5月5日
の「こどもの日」から1週間を「児童福
祉週間」と定めています。
　すべてのこどもが家庭や地域で豊
かな愛情に包まれながら、夢と希望を
もって、未来の担い手として、個性豊
かにたくましく育っていけるような環
境・社会を作っていきましょう。
問合　子育て支援課子育て支援G
　　　☎24-1121

早期教育相談
　子育てで気になることのある方、お
子さんに障がいの可能性があると思
われる方、お子さんの就学について
相談したい方などに早期教育相談を
実施します。
日時　7月24日㈮
　　　午前10時～午後4時
場所　甚目寺公民館（あま市）
対�象　乳幼児期(0歳以上)から令和
9年度に新1年生として入学するお
子さん(6歳まで)とその保護者

相談料　無料
申�込　6月15日㈪までに電話で下記
へ。

問合　学校教育課学校教育Ｇ
　　　☎55-9417

児童生徒の発達・教育相談
　市教育委員会では、お子さんの発
達相談や就学に関する相談、学校生
活の相談などについて、就学前のお
子さんから中学生の保護者の方を対
象に相談窓口を開設しています。専門
の相談員が無料でお話を伺います。

日時　原則、毎週火～金曜日
　午前9時15分～午後3時30分
場�所　市教育支援センター（生涯学
習センター内）相談窓口

申込　電話で下記へ。
問合　特別支援教育相談員
　　　長谷川、田邊　☎58-3794

県立特別支援学校体験入学等
　特別支援学校の様子を知っていた
だくため、次の学校で体験入学等を
行います。
知的な発達に遅れのあるお子さん
佐織特別支援学校（愛西市）
☎37‐2061
開催日
・小学部
　見学会　5月14日㈭
　　　　※保護者対象
　体験入学　9月10日㈭・17日㈭
　　　　　　予備日9月24日㈭
・中学部
　見学会　6月4日㈭
・高等部
　説明会　5月28日㈭
手足の不自由なお子さん
一宮特別支援学校（一宮市）
☎0586‐51‐2221
開催日
・幼稚部、小学部
　体験入学　幼稚部　6月5日㈮
　　　　　　小学部　6月11日㈭
・中学部
　教育相談　随時実施
・高等部
　説明会　7月1日㈬
病気で療養しているお子さん
大府特別支援学校（大府市）
☎0562‐48‐5311
開催日
・小学部、中学部、高等部
　体験入学等　7月7日㈫
　　　　　　　10月8日㈭
目や耳が不自由なお子さん
名古屋盲学校（名古屋市千種区）
☎052‐711‐0009
　教育相談・体験入学　随時実施

　サマースクール　8月24日㈪
一宮聾学校（一宮市）
☎0586‐45‐6000
開催日
　説明会
・幼稚部　6月9日㈫
・小学部　6月2日㈫
・中学部　6月3日㈬
・高等部　6月4日㈭
対�象　来年度に小・中学校、高等学校
等へ入学予定で障がいがあると思
われるお子さんとその保護者

参加費　無料
申�込・問合　体験入学等希望先の学
校に直接電話してください。
※�各学校では、体験入学等以外の日
にも随時相談に応じています。

海部津島・稲沢地区 
県立学校合同説明会
　海部津島・稲沢地区の県立学校が
一堂に会して合同説明会を開催しま
す。
日時　5月30日㈯
　　　午前10時30分～午後3時30分
場所　文化会館大ホール
内容　個別相談会等
※�詳細は各校ホームページをご覧く
ださい。

申込　不要
問合　津島高校　☎28-4158
　　　津島北翔高校　☎28-3414
　　　津島東高校　☎24-6001
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市民病院公開講座
肩こり、首こりのストレッチ体操
　社会のデジタル化が進み、年代問
わずパソコンやスマートフォンを見る
時間が長くなっている現代。20代か
ら80代の70％以上の方が、肩こりや
首こりを感じたことがあると報告され
ています。
　ご自身の状態チェックと実際にスト
レッチを体験してみませんか。
日時　5月19日㈫　午後2時～3時
場所　市民病院2階講義室
講師　市民病院理学療法士
対�象　どなたでも（当院に通院してい
ない方も参加可）

参加費・申込　不要
問合　市民病院地域医療センター
　　　☎28-5151　内線3410

ハートフルケアセミナー
日時　6月19日㈮　午後2時～4時
場所　文化会館2階視聴覚室
内�容　転ばないための身体づくりと
転んでしまった後の運動と対処法
について

実�施機関　日本福祉大学社会福祉総
合研修センター

対象　市内在住の65歳以上の方
定員　40人（先着）
受講料　無料
申�込　6月18日㈭までに電話、また
は直接下記へ。
※日曜日・祝日を除く。
問�合　北地域包括支援センター(古
川町)　☎22-4771

風しん予防接種の費用を 
助成します

ＩＤ　408263377
　風しんに対する免疫を持たない女
性が妊娠中（特に妊娠初期)に風しん
に感染すると、出生児に先天性風しん
症候群（心疾患・難聴・白内障等）を引
き起こすことがあります。
　市では接種費用の一部を助成して
います。先天性風しん症候群の予防
のため、予防接種を受けるようにしま
しょう。
対�象　津島市に住民登録があり以下
のすべてに該当する女性
①�妊娠を予定または希望している（妊
婦・経産婦を除く）
②�風しんにかかったことがない
③�風しんワクチン（ＭＲワクチンを含
む）の予防接種を受けたことがない
④�風しんの抗体検査を受けた結果、
抗体価が十分でないと判定された

助成額
　風しんワクチン　3,000円
　�麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲワ
クチン）　5,000円
※�自己負担額は、接種費用から助成
額を差し引いた金額です（助成は1
人1回のみ）。

接種期間　令和9年3月31日㈬まで
接�種方法　抗体検査の結果を持参
のうえ、保健センター窓口で申請し、
「接種券」の交付を受けた後、指定
医療機関へ予約してください。

抗�体検査について　愛知県の実施
する抗体検査または実費による抗
体検査を受けてください。愛知県
の実施する抗体検査を受ける場合
は、津島保健所（☎26-4137）へ問
い合わせください。

問合　保健センター　☎23‐1551

心の居場所 
「はっぴーるーむ・つしま」

ID　845332336
　心に病のある方、生きづらさを感じ
ている方々が共に語り合い、社会参
加への足掛かりをめざしたフリース
ペースです。
日時　毎月第2土曜日
　　　午後1時30分～3時30分
場所　北小学校区コミュニティハウス
対�象　心に病のある方、生きづらさ
を感じている方およびその家族等

参加費　100円
申込　不要
主�催　精神保健福祉ボランティアグ
ループ風車の会

問合
福祉課福祉G　☎24-1115
風車の会　村岡（代表）
☎28‐7990（午前10時～午後7時）

寄附

ご厚意ありがとうございました

市へ
株式会社ヤマナカ様�……………現金

市民病院へ
坂井裕様、坂井昌子様
�…………………………医療機器一式
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津島警察署からの
お知らせ

津島警察署　☎24-0110

第77回

道路交通法が一部改正されました！！
　自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入
することなどを内容とする「道路交通法の一部を改正す
る法律」が令和８年４月１日から施行されました。
　自転車の指導取締りの基本的な考え方は、改正後も変
わりません。基本的には「指導警告」を行います。ただし、
交通事故の原因となったり、歩行者
や他の車両にとって危険・迷惑となっ
たりするような「悪質・危険な違反」
は、取締りを行います。
主な反則行為と反則金の一例
携帯電話使用等（保持）	12,000円
遮断踏切立入	   7,000円

信号無視	   6,000円
指定場所一時不停止等	  5,000円
無灯火	   5,000円
　詳しくは、警察庁のホームページ（自転車ルールブック）
をご覧ください。

防犯対策をしてGWを楽しみましょう！
ドロボウは皆さんの不在時を狙っています

狙われない対策
・�高価な所有物や外出予定を公表しない…SNS投稿に
注意！
・対策（管理）をアピール…防犯プレートを見える場所に！
・地域の連携…近所の声かけ等
被害を最小限に防ぐ対策
・�盗まれるものを減らす…不要現金、
貴金属等の不保管
・�防犯対策機器の導入…スマホ連動
型防犯カメラの活用
・防衛力の強化…ドアや窓の強化

全国大会出場
令和7年度第49回全国高等学校
ハンドボール選抜大会（大分県大分市）

井
い

ノ
の

口
ぐち

健
けん

太
た
さん

（名城大学附属高等学校3年生・神守町）

出場種目　ハンドボール

ＪＡ共済杯第32回日本リトルシニア全国選抜野球大会（大阪府大阪市）

大
お お の

野桧
かい

路
じ
さん（藤浪中学校3年生・東柳原町）

日
ひ び の

比野陽
は る と

斗さん（藤浪中学校3年生・新開町）
野
の む ら

村悠
ゆう

聖
せい
さん（暁中学校3年生・愛宕町）

出場種目　硬式野球

USA The PEAK 2026
（千葉県千葉市）

煤
すす

田
た

陽
ひ ま り

莉さん
（神守小学校5年生・神守町）

出場種目　チアダンス

※写真右から
日比野さん
野村さん
大野さん

「防犯宣言」は愛知県警察
ホームページからダウン
ロードできます

▲
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＼全国すべての事業所・企業が対象です！／

従業者数、事業の内容、売上金額などを回答いただきます。

経済センサス-活動調査は、全産業分野の売上（収入）や費用などを網羅的に把握し、

我が国の経済構造の実態を全国および地域別に明らかにすることにより、各種施策に

必要な基礎資料を得ることを目的として実施します。

調査へのご協力・ご回答よろしくお願いします。

Q.どんなことを調査するの？

 Q.どのように回答すればいいの？

企業の規模などによって、調査方法が異なります。（詳細は右ページを参照）

 Q.結果は何に活用されるの？

調査結果は、地方交付税の算出や物価高騰対策の各種支援制度の策定などの国や地方

公共団体における行政施策の立案を始め、新規店舗の出店計画などの民間企業における

経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。

❷直轄調査 対象：支所等を有する企業の本社

インターネットでの回答を基本とし、 5月ごろに国（民間調査会社）からインターネット回答用

の書類が郵送されます。インターネットでご回答ください。

※本調査実施のため毎年実施している「経済構造実態調査」は行いません。

❶調査員調査 対象：支所等を有さない比較的小規模な事業所、個人経営の事業所など

4月中旬ごろにインターネット回答用の書類が郵送されます。インターネットでご回答ください。

インターネット未回答の事業所や、新たに把握した事業所には、調査員が紙の調査票を配布し

ます。インターネット回答のほか、郵送や調査員に直接提出する方法によりご回答ください。

❶でインターネット未回答の事業所や調査員が

新たに把握した事業所には、調査員が直接お伺いします。

国が委託する民間企業から

インターネット回答書類を郵送

インターネットで回答し、

回答終了！

❶ 国
(民間業者)

存続事業所

調査員が紙の調査票

とインターネット回答

書類を同時に配布

インターネット
未回答の事業所

または

調査員が
新たに把握した事業所

インターネット・郵送・

調査員に提出して

回答終了！

5月中旬ごろから、担当調査区内の
事業所の活動状態の確認のため
調査員が市内を巡回します。

❷
調査員

  

  

コンタクトセンターをご利用ください！

㈪

調査票の記入の仕方や調査全般に関してご不明な

点がある場合は、総務省統計局が設置するコンタ

クトセンターをご利用ください。

【設置期間】4月１日㈬～10月30日㈮

（土日祝日を除く）午前９時～午後６時

チャットボットは期間中24時間対応

【調査全般に関する問い合わせ】

☎0120-138-102/ ☎03-6628-3662(IP電話等)

【インターネット回答に関する問い合わせ】

☎0120-319-502/ ☎03-6628-3663(IP電話等)

ID　816706601
問合　津島市経済センサス-活動調査専用コールセンター
　　　開設期間５月15日㈮～６月30日㈫
　　　(土・日曜日、祝日を除く)午前９時～午後５時
　　　☎080-2565-1037、☎090-7111-8861
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＼全国すべての事業所・企業が対象です！／

従業者数、事業の内容、売上金額などを回答いただきます。

経済センサス-活動調査は、全産業分野の売上（収入）や費用などを網羅的に把握し、

我が国の経済構造の実態を全国および地域別に明らかにすることにより、各種施策に

必要な基礎資料を得ることを目的として実施します。

調査へのご協力・ご回答よろしくお願いします。

Q.どんなことを調査するの？

 Q.どのように回答すればいいの？

企業の規模などによって、調査方法が異なります。（詳細は右ページを参照）

 Q.結果は何に活用されるの？

調査結果は、地方交付税の算出や物価高騰対策の各種支援制度の策定などの国や地方

公共団体における行政施策の立案を始め、新規店舗の出店計画などの民間企業における

経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。

❷直轄調査 対象：支所等を有する企業の本社

インターネットでの回答を基本とし、 5月ごろに国（民間調査会社）からインターネット回答用

の書類が郵送されます。インターネットでご回答ください。

※本調査実施のため毎年実施している「経済構造実態調査」は行いません。

❶調査員調査 対象：支所等を有さない比較的小規模な事業所、個人経営の事業所など

4月中旬ごろにインターネット回答用の書類が郵送されます。インターネットでご回答ください。

インターネット未回答の事業所や、新たに把握した事業所には、調査員が紙の調査票を配布し

ます。インターネット回答のほか、郵送や調査員に直接提出する方法によりご回答ください。

❶でインターネット未回答の事業所や調査員が

新たに把握した事業所には、調査員が直接お伺いします。

国が委託する民間企業から

インターネット回答書類を郵送

インターネットで回答し、

回答終了！

❶ 国
(民間業者)

存続事業所

調査員が紙の調査票

とインターネット回答

書類を同時に配布

インターネット
未回答の事業所

または

調査員が
新たに把握した事業所

インターネット・郵送・

調査員に提出して

回答終了！

5月中旬ごろから、担当調査区内の
事業所の活動状態の確認のため
調査員が市内を巡回します。

❷
調査員

  

  

コンタクトセンターをご利用ください！

㈪

調査票の記入の仕方や調査全般に関してご不明な

点がある場合は、総務省統計局が設置するコンタ

クトセンターをご利用ください。

【設置期間】4月１日㈬～10月30日㈮

（土日祝日を除く）午前９時～午後６時

チャットボットは期間中24時間対応

【調査全般に関する問い合わせ】

☎0120-138-102/ ☎03-6628-3662(IP電話等)

【インターネット回答に関する問い合わせ】

☎0120-319-502/ ☎03-6628-3663(IP電話等)

ID　816706601
問合　津島市経済センサス-活動調査専用コールセンター
　　　開設期間５月15日㈮～６月30日㈫
　　　(土・日曜日、祝日を除く)午前９時～午後５時
　　　☎080-2565-1037、☎090-7111-8861
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津島市定住促進事業補助金のご案内
ID　910603856　問合　都市計画課都市計画G　☎55-9627　Etoshikeikaku@city.tsushima.lg.jp

令和6年4月1日～令和9年1月1日までに延床面積が75㎡以上の住宅を取得・貸借した時点の
年齢が50歳未満であり、市内の居住誘導区域内において自ら住むための住宅を有していない方対象者

①新築の住宅を取得された方 固定資産税相当額を3年間補助
（その他補助金の加算あり）

②中古の住宅を取得・DIY型賃貸の
　中古住宅を貸借された方

リフォーム費用を補助
（その他補助金の加算あり）

補助金はどんな内容なの？？ ？？

①新築の住宅を取得された方 2つ補助金対象エリアがあります！
居  住  誘  導  区  域  内

旧津島エリア

居  住  誘  導  区  域  内
旧津島・神守・唐臼エリア・市内16団地

地区計画区域の神守・唐臼区域
市内16団地

補助額最大

210万円

中古住宅リフォーム
補助額最大

150万円
DIY型賃貸のリフォーム

補助額最大

170万円

補助額最大

140万円
※子が２人いることを想定

市内16団地：神守・葉苅・青塚・宇治・
みずほ・江南・百島・喜多神（宇治、蛭間）・
下切・みどり台・こがね・永宝・さかえ・
上春日台・下春日台・東愛宕

②中古の住宅を取得・DIY型賃貸の中古住宅を貸借された方

手続きの
流れ

手続きの流れ
※中古住宅取得後1年以内有効
　（既にリフォームをされた方は不可）

1年目 2年目 3年目から5年目

新築住宅の
取得

認定申請
（9月末まで）

補助金交付申請
（4月～12月末まで） 補助金交付

中古住宅の
取得

補助金交付
申請

工事契約・着工
※交付決定通知後

完了実績
報告書提出

補助金
交付
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災害時に役立つ！

防災ラジオを設置しま
せんか？

津島市役所より
お知らせします…

　市内にお住まいで、以下の条件のうち、いずれか
に該当する世帯には、1世帯につき１台に限り無料
で貸し出します。
※�市の調達相当額12,900円をお支払いいただ
くことで購入することも可能です。

費用

●満年齢75歳以上の方のみで構成する世帯
●�市の避難行動要支援者名簿に記載された方
の属する世帯

対象

　申請書に必要事項を記入し、危機管理課へ提出し
てください。
　該当要件等を確認後、その場で防災ラジオをお渡
しします。

申込方法

●�故障が疑われる場合は、問い合わせ先までご連
絡ください。交換等にかかる費用は市が負担しま
す（ただし、使用者に起因する故障は、費用をご負
担いただくことがあります）。
●�貸し出しの場合、不要となった場合や無料の貸し
出し要件に該当しなくなったときは、市へご返却
いただきます。

お渡し後の防災ラジオの取扱い

ID　438744057　問合　危機管理課危機防災G　☎55-9594

　災害時、信号を受信して自動的に電
源が入り、最大音量で緊急放送をお
伝えするラジオです。
　当地域のコミュニティFM放送局「エ
フエムななみ（77.3MHz）」の電波を使
用して津島市に関する緊急放送
を流します。
　放送内容を自動で録音するので
聞き直しも簡単です。

Q 防災ラジオって何？

●大雨、河川氾濫、暴風などの
　防災気象情報
●高齢者等避難（警戒レベル３）などの
　避難情報
●避難所の開設・閉鎖情報
●震度４以上の緊急地震速報
●大津波警報・津波警報
●弾道ミサイルなどの国民保護情報

Q 放送内容は？
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夏休みに

こどもの居場所を提供します
ID　446185823　問合　子育て支援課子育て支援Ｇ　☎24‐1121

　保護者が就労などで家庭にいない、加えて学童保育を利用していない小学生を中心に安心・安全な居場
所を提供します。また、指導員（大学生も可）を募集します。こどもの面倒をみることが好きで、指導員に興味
がある方は申し込みください。
実施日　7月21日㈫～8月31日㈪　
　（土・日曜日、祝日、および8月12日㈬～14日㈮は除く）
※学校は出校日および学校行事がある日も実施しない。

対�象　食事、身の回りのことが自分でで
きる小学生

持ち物　お弁当、水筒など
そ�の他　お子さんが危険な行為を繰り返
すなど、指導員の安全確保の指示に従
わない場合は、ご利用をお断りする場
合があります。

申�込　5月7日㈭～21日㈭に子育て支援
課にある利用申請書（就労している方
は就労証明書も）を記入のうえ、提出し
てください。
※郵送の場合、5月21日㈭の消印まで。
※�利用申請書などは市ホームページから
もダウンロードできます。

場所 定員 開所時間 利用料金

中央児童館 60人 午前8時～
午後4時30分

3,000円東小学校 62人
午前8時30分～
午後4時30分

西小学校 35人
蛭間小学校 40人
高台寺小学校 40人
※�定員を超えた場合、保護者が就労等で昼間に家庭にいない低学
年優先の選考となり、第2希望以降の利用場所または利用できな
い場合があります（きょうだい揃っての利用ができない場合があ
ります）。

LINEの友だち追加は
こちらから

　申し込みは、市LINE公式アカウントの専用申込フォー
ムからのみ受け付けています。たくさんの申し込みお待
ちしています。
※掲載を必ずお約束するものではありません。
※名前の表記は、お子さん全員「ちゃん」で統一しています。

つしまの
アイドル

集まれ！

　“つしまのアイドル”と称し
て、市内に在住する3歳まで※

のお子さんの写真を、保護者
の方からいただいた、お子さ
んへのメッセージとともに紹
介します！
※申込時点

暦
こよみ

ちゃん（上河原町）
令和8年2月生まれ
毎日可愛い姿をみせてくれて
ありがとう！
パパもママも暦にメロメロだよ！

彩
あ

暖
のん

ちゃん（越津町）
令和7年5月生まれ
元気いっぱい大きくなってね♥

慶
け

依
い

ちゃん（良王町）
令和7年11月生まれ
たくさん食べて、たくさん寝て、
たくさん泣いて大きくなってね♡
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今月のバランス献立今月のバランス献立
鶏肉と野菜の蒸し和え　
トマトと玉子の炒り煮　みそ汁

鶏肉と野菜の蒸し和え　材料（2人分）
鶏もも肉160ｇ、A（しょうゆ小さじ2、酒小さじ2、塩少々、こしょう少々）、
片栗粉大さじ1、ねぎ1/2本、まいたけ40ｇ、にんじん10ｇ、しょうが1片、
ゆで大豆40ｇ、B（ごま油小さじ1、すりごま小さじ1）
作り方
①鶏もも肉はひと口大に切り、Aに10分ぐらい漬けて片栗粉をまぶす。
②ねぎはみじん切り、まいたけ、にんじん、しょうがを千切りにする。
③�耐熱皿に①とゆで大豆と②をのせ、ラップをして電子レンジで600Ｗ
3分加熱する。
④Bをかけて、軽く混ぜ合わせる。

1人分　495kcal　塩分2.3g ※市役所1階市民情報サロン・総合保健福祉センター2階・ヨシヅヤ情報コーナーにレシピがあります。
　また、市ホームページにも掲載しています。

皆さんと本との出会いを求めて、新着の図書をご紹介します。

　仮眠をすると余計に眠くなった
り、あるいはすごく眠たかったのに、
布団の中に入った途端、なぜか目が
冴えて眠れなくなったり。このよう
に、眠気のコントロールがままなら
なくて、頭を悩まされたことはありま
せんか。
　この本はそんな眠気に関するお
悩みを解決するために、脳や体の仕
組みを説明。様々なパターンの眠気
を和らげるためのセルフケアも併
せて提案しています。時には厄介な
眠気が、意外なところからきている
と知るきっかけになる興味深い一冊
です。

　各地域で昔から受け継がれ、食べ
られてきた郷土料理。今日では、一
部の郷土料理がご当地グルメとな
り、町おこしや地産地消を支えるな
ど、重要な役割も担っています。
　郷土料理は、その土地の歴史や文
化が大きく影響しています。成り立
ちを知ることで、その地域に対して、
より親しみを感じられるのでは。
　日本全国の郷土料理や、ご当地グ
ルメが写真付きで掲載されていま
す。レシピ付きのものもあるので、
各地の郷土料理をご家庭で再現し
て楽しむこともできます。

『「謎に眠い」を
解きほぐす』　
菅原洋平　著
オーム社

『法獣医学者が解き明かす動物の事件簿』　
田中亜紀　著　岩波書店

『アニソン大全』
澄川龍一　著　祥伝社

『ノラネコぐんだんはるなつあきふゆ』
工藤ノリコ　原作　みすみともこ　ミニチュア制作　白泉社

『小学校ってどんなとこ？』
富山正人　監修　世界文化社

※�毎月第4火曜日は、館内整理のため、分室（生涯学習センター、神島田公民館）もお休みします。�
ご自宅から図書館ホームページで蔵書検索ができますので、ご利用ください。�
津島駅構内（切符売場前）に「図書返却ポスト」を設置していますので、ご利用ください。

※空調機の更新のため、6・7月に市立図書館が休館となる期間があります（分室は開館しています）。

[　5月の休館日　]
26日㈫

『日本全国
郷土料理ずかん』　
「郷土料理ずかん」
編集室　著

メイツユニバーサル
コンテンツ

児童書 一般書

こどもの目

西小学校5年
角
かど
前
まえ
希
き
代
よ
子
こ
さん

　わたしの将来の夢は薬ざいしです。なぜな
ら、小さいころよく病院に通い、その時の薬ざ
いしさんがとてもやさしくてかっこいいと思っ
たからです。薬ざいしになるために大切にして
いることがあります。
　それは人への思いやりです。薬ざいしはかん
者さんにやさしく対応しないといけないとお母
さんが教えてくれました。それと、かん者さん
の気持ちによりそい、早く良くなるようにと心

をこめて薬を提供したいと思っているので、人
への思いやりを大切にしています。
　学校や家でも、言葉づかいや人への対応な
どを気をつけています。もし、わたしが薬ざいし
になれたら、かん者さんの不安をやわらげられ
る薬ざいしになれるようにがんばります。

わたしの将来の夢

43「市政のひろば」つしま2026.5



　楽しく学びながら、自分に合った生活
習慣病の予防法を見つける講座です。受
講者には万歩計を無料でお渡しします。
日程　表のとおり（全7回）
場所　総合保健福祉センター
対�象　市内在住の方で、HbA1cが
　おおむね5.6以上の方
受講料　無料
定員　15人（先着）
申込　5月29日㈮までに
　問い合わせ先へ。

7回コース 日程 内容
第1回   6月26日㈮　午前 健康講話、簡易血糖測定、体成分分析測定、座談会
第2回   7月17日㈮　午前 健康講話（食事について）、座談会
第3回   7月31日㈮　午前 運動実習
第4回   8月21日㈮　午前 運動実習
第5回   8月28日㈮　午前 健康講話（お口の健康）、座談会
第6回   9月11日㈮　午前 健康講話、簡易血糖測定、座談会、修了式
OB会 12月11日㈮　午前 振り返り、座談会等

①②は希望者が追加で受講可能（選択可）
①   9月16日㈬　午前 栄養講座（糖尿病予防の講話）
② 11月12日㈭　午後     健康講座（お口の健康）

問合　保健センター
　　　☎23‐1551糖尿病予防の楽ちん生活術知ってナットク！

受動喫煙対策が強化されています
　望まない受動喫煙対策について、令和2年4月
１日に改正健康増進法が全面施行され、基本的な
考え方も示されました。
①望まない受動喫煙をなくす
②�受動喫煙による健康被害が大きいこども、患者
などに特に配慮
③施設の類型・場所ごとに対策を実施

たばこの煙に発がん性物質が70種！
ニコチンの依存性によりやめにくい
　たばこの煙には約5,300種類の有害物質があ
り、発がん性物質は、血液を通し全身に運ばれ、が
んの原因になります。
　「ニコチン」への依存性の高さから、たばこの使
用を止める困難さは、コカインなどの薬物と同様
の特徴と強度があると言われています。

加熱式たばこ・電子たばこも健康に悪影響の可能性
　加熱式たばこ・電子たばこは紙巻たばこよりも
有害物質が少ないとされる場合がありますが、長
期使用による健康影響についての研究がまだ少
なく、健康に悪影響を及ぼす可能性は否定できな
いと考えられています。

受動喫煙から家族を守ろう！

上手に禁煙するために
　医療機関の禁煙治療※を利用すると、自力で禁
煙する方法に比べて、4～6倍も禁煙の成功率が
高まります。一定の要件を満たせば医療保険の適
用の対象になります。
※�ファイザー社の禁煙補助薬の出荷は令和７年10
月末より再開されましたが、禁煙外来の実施に
ついては、各医療機関に問い合わせください。

禁煙サポート
　保健師が禁煙のお手伝いをします。
期間　初回面接後3カ月間
場所　保健センター
内容　・喫煙状況について問診
　　　・面接、電話などによる禁煙サポート
対象　市内在住の方
参加費　無料
申込　電話で問い合わせ先へ。

問合　保健センター　☎23-1551

5月31日～6月6日は禁煙週間です
55月月3131日日はは世界禁煙デー世界禁煙デー

（血流を悪化） （血流を悪化）

（やに・発がん物質） （やに・発がん物質）

（酸素不足を招く） （酸素不足を招く）

資料　厚生省（現在厚生労働省）編「喫煙と健康」第2版（2002）
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食後高血糖とは
　食後高血糖とは、食事摂取といった刺激により高くなっ
た血糖値を下げるために追加で分泌されるインスリンが
「十分でない」ことや「出ても効きにくい」ことで、血糖値
が高いままになっている状態のことをいいます。
　健常人でも日常生活下で血糖値の大きな日内変動は
ありますが、糖尿病患者では100～150mg/dlを超える
こともまれではなく、まさに桁違いの変動がおこってい
ます。

食後高血糖が与える影響
　食後の急激な血糖値の上昇により、血管の壁が傷つけ
られ、動脈硬化のリスクをあげると言われています。動脈
硬化により、糖尿病3大合併症（神経症、網膜症、腎症）や
心筋梗塞や脳梗塞といった心・脳血管障害を引き起こし
ます。

食後の血糖急上昇を抑えるためにできること
　食後高血糖を抑えるための薬物治療もありますが、食
後高血糖は食生活・運動生活習慣と大きく関わっている
ため、食事・運動習慣の改善が一番大切です。
①食べる順番を工夫する
　血糖値を急上昇させるもの（ご飯や麺類、パンなど主に
主食とされる食品）の前に血糖値の上昇を緩やかにする
もの（野菜やきのこなどビタミンやミネラル、食物繊維を
多く含む）を摂取することで血糖値の緩やかな上昇につ
ながります。
②早食いをしない
　早食いは、よく噛まないことで消化吸収が悪くなり、血
糖値の急上昇を引き起こします。さらに、早食いでは満腹

感を得られにくく、食べ過ぎてしまうことがあります。これ
らにより、肥満を引き起こすと、糖尿病を引き起こしたり、
糖尿病を悪化させる原因となりうります。
③1日3食決まった時間に食べる
　空腹状態からの食事摂取は、急激に血糖値が上昇し、
血管に負担をかけるため、動脈硬化のリスクを上昇さ
せます。決まった時間に食事を摂取し体内時計を整えま
しょう。
④甘いジュースやお菓子を控える
　ジュースやお菓子、清涼飲料水には糖分が多く含まれ
ており、血糖値の急上昇を引き起こします。特に暑い日
などは喉が渇くため、のどごしの良い炭酸飲料などを一
気飲みしてしまいがちですが、多量の糖分が含まれて
いるため、食べ過ぎ・飲みすぎには気を付けるようにしま
しょう。
⑤軽い運動でも継続して行う
　ウォーキングは手軽にできる有酸素運動で、血糖値を
下げる効果が期待できます。短い時間からで良いので毎
日継続して運動習慣を身に付けることが重要です。また、
筋肉量の多い下半身の筋トレや、運動習慣がなかなかな
い人は全身ストレッチを就寝前に行う習慣をつけること
も有効です。

さいごに
　外来では薬物治療だけでなく、食事・栄養指導も行って
います。食事について困っていることがあれば気軽に相
談ください。

糖尿病と食後高血糖

M  Y     K  A  R  T  E

私 の カ ル テ No 4 5 5

津島市民病院　内分泌内科医師
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ID　777483579　問合　高齢介護課地域包括ケアG　☎55-9471

通いの場で楽しく介護予防
地域包括ケアシステム特集

　いつまでも住み慣れたまちで自分らしい暮らしを送れるよう 「医療」 「介護」 「予防」 「住まい」 「生活支
援」 を一体的に提供される体制を地域包括ケアシステムといいます。今回は、「予防」の一環である通い
の場を紹介します。

人や地域とつながろう！
　いつまでも生きがいを持って元気に暮らすには
「人とのつながり」を持つことが大切です。
　気軽に集まり、運動や趣味活動を行う場所「通い
の場」があることで、体力の維持だけではなく、認
知症予防等の効果があります。
　関心のある「通いの場」に参加して、地域におけ
る人とのつながりを深めましょう。

仲間同士で集まれる通いの場を作ってみませんか？
　市では通いの場の立ち上げに協力しています。３人以上の仲間たちで定期的に集まりたいけど、何をし
ていいか分からない方、ぜひ上記まで問い合わせください。簡単な身体能力のチェックと介護予防に役
立つメニュー（ストレッチや筋力トレーニング、脳トレなど）をお伝えします。
＜対象者＞
・市内に住民票があり、65歳以上の高齢者が3人以上いるグループ
・友人や知人と定期的に集まって介護予防に取り組みたいが何をしたらいいのか分からない方
・参加人数分の椅子、市内に集まれる場所（自宅や公園でも可）のご用意がご自身でできる方

▼既に活動している方へ

通いの場事業に活動登録しませんか？

「津島市通いの場マップ」に皆さんの活動内容を
掲載するなど、通いの場活動をお手伝いします。
対象　以下のすべてを満たす団体が対象です。
・津島市民が主体で運営している
・�65歳以上の津島市民が３人以上参加している
・�市内の同じ会場で月１回以上、１時間以上の介
護予防に資する活動（運動・認知症予防・趣味
活動・茶話会など）を行っている

・新規参加者の受け入れ体制ができている
申込
詳しくは、問い合わせ先へお電話ください。

あなたの通いの場に講師を派遣します

皆さんの通いの場に無料で講師を派遣します。
派遣ができる回数には、限りがあります。
対象　以下のすべてを満たす団体が対象で
す。
・左記『津島市通いの場』の登録をしている
・６５歳以上の市民が５人以上参加している
・月１回以上、1回1時間半以上活動している
・�講師を派遣することについて他の補助金
を活用していない

申込
詳しくは、問い合わせ先へお電話ください。

▲「通いの場」の活動の様子
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　東・西小学校飲料水兼耐震性貯水槽竣工式を開
催しました。これをもって、平成28年から整備され
てきた貯水槽が市内8小学校区すべてに完備され
ました。
　式典ではテープカットや市職員による給水実演が
行われ、実際に貯水槽からホースを繋いで水が流れ
る様子に歓声があがりました。
　参加者は貯水槽に興味津々で、貯水槽の仕組みや
耐震性などについての質問がつきませんでした。

　女性が元気に働き続けられる社会の実現を目指し
て、「女性活躍推進セミナー」を開催しました。
　愛知県副知事の古瀬陽子氏をセミナーの講師に
迎え、女性活躍をめぐる状況など様々な事例を基に、
時には自身の体験を交えながら講演をしていただき
ました。
　性別にかかわらず、誰もが自分らしく個性と能力
が発揮できる社会の大切さについて理解を深める
貴重な機会になりました。

命を繋ぐ水
整備完了！

市立東小学校　
市立西小学校

　開扉祭、通称おみとが開催されました。
　豊臣秀吉の寄進によって建てられた津島神社の楼
門を、燃え盛る2本の大松明がくぐり抜けるこの祭り
は「津島神社開扉祭の大松明行事」として市指定文
化財になっています。
　桜の開花が始まったなか行われましたが、夜にな
ると冷たい風が吹き、大松明の炎が一層燃え盛りま
した。春を告げる祭りを支える人々の手によって地
域の歴史と文化の灯は守られています。

春を告げる火祭り
「開扉祭」

26・3・19㈭
津島神社

　看護専門学校入学式が挙行され、第39回生25人
が津島で看護の道を歩み始めました。
　桜咲く暖かい日に行われた式で新入生たちは、参
加した家族や教員、先輩たちが見守る中、校長の式
辞や市長・議長や来賓の方々の祝辞を受けました。
　新入生代表による誓いの言葉では自らが看護を
受けた経験をもとに看護の道を志した思いが述べら
れ、会場にいる皆さんが静かに耳を傾けていました。

桜咲くその先へ
看護専門学校入学式

26・4・2㈭
市立看護専門学校

女性が輝く
社会をめざして

26・3・18㈬
児童科学館

ホームページ インスタグラム
街角散歩 もっと見たい方は、こちらも要チェック！
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